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第Ⅳ章 衛生管理マニュアルの記載

左ページに基準の内容、衛生管理の目的、マニュアル作成のポイントの解説と右ペー

ジにその記載例を項目ごとに示してあります。

また、記載例には、記録帳票例を示しました。

Ⅱ 特定基準 飲食店営業（弁当）

工場形態で弁当類（主食又は主食と副食を容器包装若しくは器具に詰め、

そのままで摂食できるようにしたもの）を製造し、卸売り又は配送する施設

１ 作業区分の明確化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２

（１）作業区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２

（２）作業の切替え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４

２ 食品等の衛生的な取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６

（１）食品添加物の使用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６

（２）油脂の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８

（３）調理済み食品の温度管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０

（４）弁当の調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２

（５）表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４

（６）製品の管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６

（７）製品の配送・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０

（８）製品検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４

（９）検食の保存・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６

３ 衛生管理体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８

（１）受注管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８

（２）加熱調理食品の加熱温度管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２

（３）調理工程表の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６
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Ⅱ【特定基準 飲食店営業(弁当)】

◇ 衛生管理の目的

作業場内を汚染区域と非汚染区域に区分けることにより、調理済食品への有害微

生物汚染を防止します。作業区域の不十分な区域による原材料と調理済み食品の交

差汚染がないようにすることが大切です。

◇ マニュアル作成のポイント

作業工程ごとに、汚染作業か非汚染作業なのかを区分けします。

各作業区域の境界は壁、扉で区画し、食材や容器等がコンベア、カウンター、

ハッチで受け渡されるのが理想ですが、作業場のスペースの問題により不可能

な場合は、床面の色分け、床にテープを貼り区画する方法などを考えます。

作成のポイントは、次のとおりです。

①作業区域に関する責任者名を明記します

②作業を区分けする目的を明記します

③作業工程ごとに汚染区域と非汚染区域に区分します

１ 作業区分の明確化

（１）作業区域

＜内容＞

汚染作業と非汚染作業について作業区域を明確に区分すること

＜頻度等＞

壁、床の色分け、テープを貼る等により区分する旨の記載があること



3

＜衛生管理マニュアル記載例＞

１ 作業区分の明確化 （１）作業区域

◆ ＜責任者氏名＞ 〔作成のポイント ①〕

○○○○ が責任者となり、下記の管理表に従い作業区域を明確にする。

◆ ＜衛生管理の目的＞ 〔作成のポイント ②〕

汚染区域と非汚染区域を区分けすることにより、原材料と調理済み食品の交差汚

染を防ぎ、製品の安全性を高める。

◆ ＜作業区域管理表＞ 〔作成のポイント ③〕

区 域 作 業 場 名 作 業 工 程

汚染区域

※黄色の床

原材料開梱室（検収場） 搬入

原材料保管室 保管

計 量 室
下処理

（解凍､洗浄､剥皮等）
選 別 室

準 備 室

加 工 室 細切、整形､磨砕､粉付け､調味等､

非汚染区域

※緑色の床

加 熱 処 理 室 煮る､揚げる､焼く､蒸す等

放冷・盛付室 放冷・盛付け

包 装 室 包装

製 品 保 管 室 製品保管

製 品 搬 出 室 出荷

検収室

（汚染区域）

保管室

事務室 下処理室

（汚染区域）

加熱処理室

（非汚染区域）

放冷、盛付室

（非汚染区域）

製品搬出室

製品保管室

原材料
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Ⅱ【特定基準 飲食店営業(弁当) 】

◇ 衛生管理の目的

作業室のスペース等の理由により、時間で汚染作業と非汚染作業の切り替えを行

う場合は、原材料と調理済み食品の交差汚染を防止しなければなりません。

原材料の下処理や食品の加工、加熱工程の作業を時間でしっかり管理し、汚染さ

れた環境にならないようにしましょう。

◇ マニュアル作成のポイント

汚染作業時間と非汚染作業の時間を工程表に基づき設定します。

作成のポイントは、次のとおりです。

①作業の切替えに関する責任者を明記します

②作業の切替えを明確にする目的を明記します

③作業切替えの手順を具体的に定め、記載します

④作業の切り替えに関する記録方法を記載します

１ 作業区分の明確化

（２）作業の切替え

＜内容＞

汚染作業と非汚染作業の切替えを明確にする方法が示されていること

＜頻度等＞

作業切替えごとに適切に行われたことの確認を行う旨の記載があること

＜記録の方法等＞

作業切替え時刻を記録する旨の記載があること
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＜衛生管理マニュアル記載例＞

１ 作業区分の明確化 （２）作業の切替え

◆ ＜責任者氏名＞ 〔作成のポイン ト①〕

○○○○ が責任者となり、以下の作業切替え手順に基づき実施する。

◆ ＜衛生管理の目的＞ 〔作成のポイント ②〕

区域を明確に区分することが困難な場合は、作業を明確に切り替えることによっ

て、原材料と調理済み食品の交差汚染を防止する。

◆ ＜作業切替え手順＞ 〔作成のポイント ③〕

切 替 え 区 分 遵 守 事 項

(1)汚染作業から非汚染

作業に移行する場合

◇原材料や微生物汚染が疑われる食材を保管設備に移動する

◇床の清掃を実施する

◇作業台・機械器具等の洗浄・消毒を実施する

◇作業者は作業服を非汚染区域用に交換する

◇まな板、包丁、調理器具類を非汚染区域用に交換する

◇ふきん、タワシ、スポンジ等を非汚染区域用に交換する

◇確認結果を記録する

◇手洗いを実施し作業を開始する（※共通基準 2 (2) 手洗い）

(2)非汚染作業から汚染

作業に移行する場合

◇完成品等を保管設備へ移動する

◇非汚染区域用器具類を保管設備に移動する

◇使用器具、ふきん等を汚染区域用に交換する

◇確認結果を記録する

◇手洗いを実施し作業を開始する（※共通基準 2 (2) 手洗い）

◆ ＜記録の方法＞ 〔作成のポイント ④〕

作業の切替えについて、次のとおり記録する｡

責任者名 △△△

【作業切替え記録表 記載例】 平成１８年１１月分

日
切替え事項

〔切替え時刻〕

確 認 事 項

食材等

の移動
作業室内の
洗浄、消毒

作業服

の交換

器具類

の移動
ふきん､タワ
シ類の交換

１
下処理→加熱

〔9:30〕
○ ○ ○ ○ ○

２

※作業区域を明確に区分している施設は、各作業区域の作業開始及び終了時刻を記録する
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Ⅱ【特定基準 飲食店営業(弁当) 】

◇ 衛生管理の目的

食品添加物は、その使用量や方法が定められているものがあります。不適正な使

用を避けるために、使用している添加物の一覧表を作成し、実情を把握するととも

に適正な使用に努めます。

◇ マニュアル作成のポイント

食品添加物の使用方法を具体的に定め、記載します。

作成のポイントは、次のとおりです。

①食品添加物の使用に関する責任者を明記します

②食品添加物を管理する目的を明記します

③使用方法を具体的に定めた使用添加物一覧を作成します

製品ごとの使用添加物一覧を作成します

不適正な使用をした場合の対応方法を記載します

④添加物の使用状況及び不適正な使用をした時の記録方法を記載します

2 食品等の衛生的な取扱い

（１）食品添加物の使用

＜内容＞

食品添加物の使用手順及び使用添加物一覧が示されていること

不適正な使用をした場合の対応方法が示されていること

＜頻度等＞

使用基準のある添加物については、製造品目ごとに適正使用の確認をする

旨の記載があること

＜記録の方法等＞

添加物の使用状況及び不適時な使用をした時の対応について記録する旨の

記載があること
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＜衛生管理マニュアル記載例＞

２ 食品等の衛生的な取扱い （１）食品添加物の使用

◆ ＜責任者氏名＞ 〔作成のポイント ①〕

○○○○ が責任者となり、以下の内容に基づき実施する。

◆ ＜衛生管理の目的＞ 〔作成のポイント ②〕

食品添加物の使用基準を守り、不適正な使用を防止する。

◆ ＜使用添加物一覧＞ 〔作成のポイント ③〕

添 加 物 名 使 用 目 的 使用基準の有無 表 示 の 有 無

グリシン（アミノ酸） 味 の 調 製 なし あり

酢酸 Na（pH 調製剤） pH の 調 製 なし あり

◆ ＜製品ごとの使用添加物一覧＞ （作成のポイント ③〕

製 品 名 添加物名 使用方法 表示方法

幕の内弁当
煮 物 グリシン 10kg につき 10g 添加 調味料（アミノ酸）

サラダ 酢酸 Na 10kg につき 2g 添加 pH 調製剤

不適正使用時

の対応方法

◇調製可能：適正値に調製する

◇調製不可：廃棄する

◆ ＜記録の方法＞ 〔作成のポイント ④〕

添加物の使用状況について、次のとおり記録する。

責任者名 △△△

【添加物管理台帳 記載例】 平成１８年分

添加物名 ﾛｯﾄ番号 納 品 日 使用開始日 使用終了日 不適時の対応

グリシン S4325 ４月 3 日 ４月 6 日 ５月 15 日

責任者名 △△△

【添加物使用記録簿 記載例】 平成１８年 11 月

日
製 品 名
（製造量）

添加物名 使用量 計量確認者 不適時の対応

１
幕の内弁当
(３０㎏)

煮 物 グリシン 30 g △△△

サラダ 酢酸 Na ６ g △△△

※使用基準のない添加物を使用する場合は、使用記録簿の記載は必要ない
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Ⅱ【特定基準 飲食店営業(弁当) 】

◇ 衛生管理の目的

揚げ物製品を製造する場合、揚げ油を高温で長期間使用すると、色々な酸化物が

でき刺激臭が発生したり、油の色が変わったりします。また、劣化した油を使用す

る事により製品の風味を損ねたり、胸焼けや嘔吐を誘発する原因ともなります。

揚げ油の状態を確認し、適正に管理することが大切です。

◇ マニュアル作成のポイント

油脂の管理をどのような方法で行えばよいか、具体的に定め記載します。

作成のポイントは、次のとおりです。

①油脂を管理する責任者の名前を明記します

②油脂を管理する目的を明記します

③油脂の衛生管理手順を具体的に記載します

不適の場合の対応方法を定めます

④油脂の状態の確認結果及び不適の場合の記録方法を記載します

２ 食品等の衛生的な取扱い

（２）油脂の取扱い

＜内容＞

油脂の衛生管理手順が示されていること

不適となった場合の対応方法が示されていること

＜頻度等＞

油脂の衛生管理状況を１日１回以上点検する旨の記載があること

＜記録の方法等＞

点検結果及び不適時の対応について記録する旨の記載があること
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＜衛生管理マニュアル記載例＞

３ 食品等の衛生的な取扱い （２）油脂の取り扱い

◆ ＜責任者氏名＞ 〔作成のポイント ①〕

○○○○ が責任者となり、以下の油脂の衛生管理手順に基づき実施する。

◆ ＜衛生管理の目的＞ 〔作成のポイント ②〕

油脂の変敗による健康被害を防止する。

◆ ＜油脂の衛生管理手順＞ 〔作成のポイント ③〕

保 管 方 法

◇破缶していないか確認する

◇開缶前：食品庫内に直射日光を避け保管する

◇開缶後：キッチンポットに蓋をして直射日光を避け保管する

使用前の点検

◇テストペーパーで酸価（2.5 以下であること）を確認する

・試験紙の外装に記載されているレベル判定で確認する

◇再使用の場合：異物や色、刺激臭が発生していないか確認する

使用中の点検

◇発煙点を確認する（170℃未満になっていないか）

◇泡の状態：粘性の泡になったら再度、酸価を測定する

・揚げかす等をこまめに取り除き、劣化を防ぐ

・廃棄する揚げかすは、完全に冷めてから処理を行い、引火を防止する

使用後の管理

◇再使用する場合は、速やかにろ過を行い、沈殿物や浮遊物を取り除く

◇冷却後、光の透過しにくい容器に蓋をして直射日光を避け冷暗所に保管

する

◇フライヤーを使用した場合は、ろ過後にフィルターの清掃を行う

◇油脂は、○○食使用したら交換する（使用後○日で交換する）

不 適 時 の
対 応 方 法

◇酸価 2.5 を超えた場合や発煙点が 170℃未満となった場合は、すべて

を新しい油脂と交換する

◆ ＜記録の方法＞ 〔作成のポイント ④〕

油脂の管理状況について、次のとおり記録する。

責任者名 △△△

【油脂管理表 記載例】 平成１８年１１月分

日
計測
時刻

酸価 色
刺激
臭等

点検
者名

不 適 時 の 対 応

1 6:30 2.1 ○ なし △△

２ 6:41 ２.2 ○ なし △△
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Ⅱ【特定基準 飲食店営業(弁当) 】

◇ 衛生管理の目的

加熱された製品が冷却されないまま包装されてしまうと、長時間にわたり細菌の

増殖に最適な環境を作ってしまいます。

加熱調理済み食品は、急速冷却機や冷風等で品温を速やかに下げ、細菌の増殖に

適した温度帯の通過時間をできるだけ短くすることが大切です。

◇ マニュアル作成のポイント

どのような方法で製品の品温を速やかに下げられるか、具体的に記載します。

記録は、温度と所要時間を記載します。

作成のポイントは、次のとおりです。

①調理済み食品の温度管理に関する責任者を明記します

②調理済み食品の温度管理をする目的を明記します

③調理済み食品の冷却手順を具体的に記載します

非加熱調理食品の管理手順を記載します

不適時の対応方法について記載します

④製品の冷却に関する確認結果及び不適時の対応の記録方法を記載します

２ 食品等の衛生的な取扱い

（３）調理済み食品の温度管理

＜内容＞

加熱調理した食品の衛生的な冷却手順が示されていること

急速冷却機等を使用している場合は、その管理手順が示されていること

非加熱調理食品の管理手順が示されていること

不適となった場合の対応方法が示されていること

＜頻度等＞

冷却開始時刻及び冷却終了時刻を記載する旨の記載があること

品温等の確認を行う旨の記載があること

＜記録の方法等＞

確認結果及び不適時の対応について記録する旨の記載があること



11

＜衛生管理マニュアル記載例＞

２ 食品等の衛生的な取扱い （３）調理済食品の温度管理

◆ ＜責任者氏名＞ 〔作成のポイント ①〕

○○○○ が責任者となり、以下の調理済み食品の冷却手順に基づき実施する。

◆ ＜衛生管理の目的＞ 〔作成のポイント ②〕

適確な温度条件で管理を行い、有害微生物の増殖を抑制する。

◆ ＜調理済食品の冷却手順＞ 〔作成のポイント ③〕

（１）加熱調理済み食品の冷却方法

冷 却 方 法

◇急速冷却機を用いて、30 分以内に中心温度を 20℃付近まで下げる

又は 60 分以内に中心温度 10℃付近まで下げる

◇製品にラップ等の覆いをかけ塵ほこり等の異物混入に注意する

※ 冷却時間については、あらかじめ検証しておくこと

急 速 冷 却 機
の 管 理 方 法

◇稼働後 5 分で 10℃下がるか毎始業時に確認する

不 適 時 の
対 応 方 法

◇始業時の点検で異常がある場合は作業を中止しメーカーに修理を依頼

する

※冷凍庫等使用し冷却する場合は、中心部の温度（20℃以下）になるの
を必ず確認すること（加熱後そのまま放置しないこと）

（２）非加熱調理食品の管理手順

サラダ、和え物等 調理後速やかに製品用冷蔵庫（10℃以下）で保管する

不 適 時 の
対 応 方 法

共通基準４機械器具類の衛生管理(2)冷蔵、冷凍設備の項に準じる

◆ ＜記録の方法＞ 〔作成のポイント ④〕

製品の冷却状況について、次のとおり記録する。

責任者名 △△△

【製品冷却確認表 記載例】 平成１８年９月分

日 製 品 名 開始時刻 終了時刻
冷却後の
製品温度

点検者名 不適時の対応

１

鶏のから揚 10：10 10：40 19℃ △△

うずら煮豆 10：30 11：00 19℃ △△
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Ⅱ【特定基準 飲食店営業(弁当) 】

◇ 衛生管理の目的

弁当盛付け時に使用する調理器具類や手洗いに不備があると、有害微生物に汚染

するおそれがあるので、盛付け時の手順を定め、衛生的に実施することが大切です。

◇ マニュアル作成のポイント

製品が有害微生物の汚染を受けないような衛生的な盛付け方法を、どのように行うか

具体的に記載します。また、使い捨て手袋の使用方法や使用器具類の洗浄・消毒方法

を記載します。

作成のポイントは次のとおりです。

①弁当の盛付けに関する責任者を明記します

②盛付け時の衛生管理の目的を明記します

③盛付け時の手順を定め、記載します

使い捨て手袋の使用方法及び使用器具類の消毒方法を具体的に定め、記載します

④盛付け者の氏名、盛付け終了時刻等の記録方法を記載します

２ 食品等の衛生的な取扱い

（４）弁当の調整

＜内容＞

弁当盛付けの実施手順及び衛生管理方法が示されていること

＜頻度等＞

盛付け者及び盛付け終了時刻について確認する旨の記載があること

＜記録の方法等＞

盛付け者の氏名及び盛付け終了時刻を記録する旨の記載があること
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＜衛生管理マニュアル記載例＞

２ 食品等の衛生的な取扱い （４）弁当の調製

◆ ＜責任者氏名＞ 〔作成のポイント ①〕

○○○○ が責任者となり、以下の実施手順に基づき実施する。

◆ ＜衛生管理の目的＞ 〔作成のポイント ②〕

弁当の盛付けは衛生的な環境で行い、有害微生物の汚染を防止する。

◆ ＜実施手順＞ 〔作成のポイント ③〕

盛付け手順

①盛付け専用のエプロン・靴・清潔な白衣・帽子・マスクを着用する

②手洗いを入念に行う

③盛付け台を専用の清潔なふきんで拭く

④消毒用アルコールを噴霧する

⑤盛付け容器を用意する

⑥使い捨て手袋及び洗浄・消毒済器具を用いて調理済食品を盛り付ける

使い捨て手袋
の使用方法

◇使い捨て手袋は、専用の密封容器（取り出しが簡単なもの）に保管する

◇１日分使用予定枚数の他に多めに予備を備えておく

◇着用前は手洗いを入念に行う

◇着用の際は、穴や破れがないか必ず確認してから作業に入る

◇使い捨て手袋の交換時期

・別の作業に移る時、破れた時、製品以外のものに触れた時、顔や髪の毛

に触れた時

◇手袋を廃棄する時は、必ず穴や破れがないか確認してから所定の箱に捨て

る

◇使用後は廃棄し、再利用しない

器 具 類 の 洗
浄・消毒方法

◇盛付け専用のスポンジタワシやブラシを使用し、専用シンク内で十分洗浄

する

◇熱風保管庫（80℃）で 30 分以上消毒する

◇扉付の専用保管庫に収納する

記 録
◇盛付け担当者及び盛付け終了時刻を記録簿に記録する

◇記録は１年間保存する

◆ ＜記録の方法＞ 〔作成のポイント ④〕

盛付け状況の確認について、次のとおり記録する。 責任者名 △△△

【盛付け確認表 記載例】 平成１８年９月分

日 製 品 名 盛付け終了時刻 盛付け担当者名 ※金属探知器

１

焼肉弁当 8:15 山田、森、斉藤 異常なし

幕の内弁当 9:45 山田、森、大野 異常なし

※盛付け終了後、金属探知機による検品を実施する場合は、確認結果を記録する
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Ⅱ【特定基準 飲食店営業(弁当) 】

◇ 衛生管理の目的

表示は消費者が商品を購入する際、製品の情報を得るために必要なものです。

容器包装に入れられた加工食品は、食品衛生法、JAS 法等に従って適切な表示を

しなければなりません。表示に誤りがあった場合の対応方法については、迅速な対

応ができるようにあらかじめ定めておくことが大切です。

◇ マニュアル作成のポイント

製造品目ごとに表示見本を作製します。特にアレルギー物質や添加物を使用し

た場合は、記載漏れがないように注意します。

作成のポイントは、次のとおりです。

①表示に関する責任者を明記します

②表示の確認を管理する目的を明記します

③表示事項（名称・製造者住所氏名・原材料・使用添加物・保存方法・消費期

限等）を製造品目ごとに作成し、記載します

表示見本の確認頻度を記載します

不適時の対応方法について記載します

④確認結果及び表示に誤りがあった時の対応の記録方法を記載します

表示ラベルの保存をします

※JAS 法：農林物質の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（S25 年法律第１７５号）

日本農林規格（JAS 規格）と食品表示（品質表示基準）を定めている

２ 食品等の衛生的な取扱い

（５）表示

＜内容＞

包装品については、関係する法令で定められた事項の表示見本が示されてい

ること

配送後速やかに喫食する旨の表示等が示されていること

表示に誤りがあった場合の対応方法示されていること

＜頻度等＞

表示内容を製造品目ごとに確認する旨の記載があること

＜記録の方法等＞

確認結果及び表示に誤りがあった場合の対応について記録する旨の記載があ

ること
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＜衛生管理マニュアル記載例＞

２ 食品等の衛生的な取扱い （５）表示

◆ ＜責任者氏名＞ 〔作成のポイント ①〕

○○○○ が責任者となり、以下の表示管理方法に基づき実施する。

◆ ＜衛生管理の目的＞ 〔作成のポイント ②〕

法を遵守し、消費者に適切な製品情報を提供する。

◆ ＜表示管理方法＞ 〔作成のポイント ③〕

表示事項
名称、原材料名、食品添加物、アレルギー物質、内容量、期限表示、

保存方法、製造者名、製造所所在地等

表示見本

名 称 幕の内弁当

原 材 料
ごはん、鶏の唐揚、エビフライ、厚焼き玉子、焼き鮭、煮物
（人参、蒟蒻、椎茸、里芋）、ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ、漬物、PH 調製剤、
（その他小麦、大豆、由来原材料を含む）、調味料（ｱﾐﾉ酸等）

内 容 量 １個

賞 費 期 限 平成１８年 9 月 20 日 14 時

保 存 方 法 直射日光及び高温多湿を避けて下さい

製 造 者 株式会社 栃木商事

製造所所在地 栃木県小山市△△町１－２

確 認 頻 度 等
◇各製品ともロットごとに表示を確認する
◇確認後貼付ラベルを一部保管する

不適時の対応方法
◇貼りなおし可能；変更表示の貼りなおし

◇貼りなおし不可；廃棄

◆ ＜記録の方法＞ 〔作成のポイント ④〕

表示について、次のとおり記録する。

責任者名 △△△

【表示確認記録 記載例】 平成１８年９月分

日 品 名 ラベル貼付欄
確認
欄

点検
者名

不適時の対応

20
幕の内弁当 ㊜ △△
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Ⅱ【特定基準 飲食店営業(弁当) 】

◇ 衛生管理の目的

盛付け終了後、弁当類を長時間室温に放置すると、有害微生物等が増殖するおそ

れがあります。盛付けから出荷までの保管温度や時間を適切に管理することが大切

です。

◇ マニュアル作成のポイント

適切な管理ができるよう製品の期限表示、保存温度、保管場所、保管期間を定め

ます。

作成のポイントは、次のとおりです。

①製品の管理に関する責任者を明記します

②製品を管理する目的を明記します

③製品の小分け、包装後から出荷するまでの管理方法を具体的に記載します

製造品目ごとの期限表示について記載します

不適時の対応方法について記載します

④製品の管理に関する確認結果及び不適時の対応の記録方法を記載します

２ 食品等の衛生的な取扱い

（６）製品の管理

＜内容＞

盛付け終了後から出荷するまでの製品の管理方法が示されていること

盛付け終了後喫食まで 4 時間以上経過する場合の管理方法が示されている

こと

製造品目ごとに消費期限の設定方法が示されていること

不適となった場合の対応方法が示されていること

＜頻度等＞

期限表示等の確認及び保管庫の温度確認は、製造品目ごとに１日１回以上行

う旨の記載があること

＜記録の方法等＞

確認結果及び不適時の対応について記録する旨の記載があること
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＜衛生マニュアル記載例＞

２ 食品等の衛生的な取扱い （６）製品の管理

◆ ＜責任者氏名＞ 〔作成のポイント ①〕

○○○○ が責任者となり、以下の管理方法に基づき実施する。

◆ ＜衛生管理の目的＞ 〔作成のポイント ②〕

盛付け終了から出荷までの管理不備による有害微生物等の増殖を防止する。

◆ ＜管理方法＞ 〔作成のポイント ③〕

（１）盛付け終了後、4 時間以内に提供するための管理方法

製 品 名
盛り付け
終了時刻

出発時刻 到着時刻
配送所要
時 間

配送車内
温 度

おにぎり弁当

9:00～

10:30

まで

11:00
12:00

まで
1 時間 18℃以下幕の内弁当

唐揚げ弁当

※盛付け終了後、4 時間以内に喫食できるように喫食時間から逆算して、配送時間や盛付け開

始時間、調理開始時間を設定すること

（2）盛付け終了後、4 時間を超える場合の管理方法

喫食までの時間が４時間を超える場合は、次のとおり製品の温度管理を実施する。

製 品 名
盛り付け
終了時間

出発時刻 到着時間 保管場所 保管温度

おにぎり弁当

7:00～8:00

まで
11:00

12:00

まで

盛付け終了後
製品冷蔵庫に
保 管 す る

18℃以下幕の内弁当

唐揚げ弁当

※盛付け後、予想喫食時間が４時間以上経過する場合は、専用の保管庫内で適切な管理を行い、

出荷前に保管庫内温度の確認を行うこと

※保管温度の設定（18℃以下）は、製造工程を管理し、初発菌数を低く抑えることが条件であ

ること
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（３）消費期限を設定した製品の管理方法

製 品 名 期 限 表 示 工場内保管期間 保管場所 保管温度

シャケ弁当
製造時間から

24 時間
盛付け後４時間以内 製品冷蔵庫 18℃以下

ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ弁当
製造時間から

24 時間
盛付け後４時間以内 製品冷蔵庫 18℃以下

※調理工程の管理や製品の温度管理の徹底、日持ち向上剤等の添加物使用により長時間の消費

期限を設けている場合は、販売店における販売期間を考慮した出荷管理とすること

（４）その他の注意事項

◇配送後、早めに食べてもらえるように口頭や注意書きメモ等で確実に伝える

◇出荷前に担当者が表示内容を確認する

（５）不適時の対応方法

◇４時間以内に喫食の設定で調理された弁当については、４時間以上経過した場合は、

廃棄する

◇保管温度が適正でない場合は、廃棄する
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◆ ＜記録の方法＞ 〔作成のポイント ④〕

製品の出荷前の確認状況について、次のとおり記録する。

責任者名 △△△

【製品出荷前確認表 記載例】 平成１８年９月分

日 製 品 名
期限表示
等の確認

金属探知機
による検品

冷蔵庫
内温度

不適時の対応

1

シャケ弁当 適 異常なし 16℃

ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ弁当 適 異常なし 16℃

※作業台等の洗浄・消毒の確認は、【共通基準】４器具機械類の衛生管理の記録としてよい

※金属探知機による検品；包装後の製品については、金属探知機による検品を実施すること

が望ましい。

◆ ＜金属探知機の管理方法記載例＞

１ 金属異物の管理基準の設定

（１）金属探知器の精度基準を定める

◇Ｆｅ １．２mmφ 、 ＳＵＳ ３．０mmφ

（２）基準のテストピース確認時期を定める

◇検品開始前、製品切替時、２時間ごと、検品終了時

２ モニタリング方法

◇連続して全品の検品を実施する

３ 金属探知機作動時の対応手順の設定

①製品を再度金属探知機に通し、作動を確認する

②責任者に速やかに連絡し、異物の確認を実施する

③金属片の混入が明らかとなった場合

◇製造を中止し、機械類の破損等の点検作業を実施する

◇原因を究明し、製品の対応措置を検討する

④金属探知機の作動不良の場合

◇金属探知機の精度確認し、正常に作動する場合は、製造再開する
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Ⅱ【特定基準 飲食店営業(弁当) 】

◇ 衛生管理の目的

製品の配送中に有害微生物の増殖等がないよう適切な管理を行います。

◇ マニュアル作成のポイント

製品を配送するに際の温度管理や配送車の衛生管理方法を具体的に定めます。

作成のポイントは、次のとおりです。

①製品の配送に関する責任者を明記します

②配送を管理する目的を明記します

③どのような方法で配送を行うか定めます

配送車の荷台、コンテナー等の洗浄・消毒、保守点検方法を記載します

不適時の対応方法について記載します

④配送に関する確認結果及び不適時の対応の記録方法を記載します

２ 食品等の衛生的な取扱い

（７）製品の配送

＜内容＞

製品の配送方法が示されていること

配送車の荷台、コンテナー等の洗浄、消毒手順及び点検方法が示されていること

不適となった場合の対応方法が示されていること

＜頻度等＞

配送ごとに出発時刻、配送先、配送時刻及び配送量の確認を行う旨の記載があるこ

と

配送車の荷台、コンテナー等の洗浄、消毒及び保守点検頻度が示されていること

配送車の温度確認は、配送前、車両ごとに１日１回以上行う旨の記載があること

＜記録の方法等＞

確認結果及び不適時の対応について記録する旨の記載があること
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＜衛生管理マニュアル記載例＞

２ 食品等の衛生的な取扱い （７）製品の配送

◆ ＜責任者氏名＞ 〔作成のポイント ①〕

○○○○が責任者となり、以下の配送の管理手順に基づき実施する。

◆ ＜衛生管理の目的＞ 〔作成のポイント ②〕

製品を配送する際の有害微生物の付着や増殖を防止する。

◆ ＜配送の管理手順＞ 〔作成のポイント ③〕

（１）配送方法

配送ルート
の 決 定

◇配送先を効率よく、盛り付けから喫食までを 4 時間以内になるように

組み立てる

◇保存基準のある製品は、特に最短のルートになるよう配慮する

◇注文は原則前日 15 時で締め切り、前日中にルートの決定をする

配 送 温 度

◇20℃以下

煮しめ、甘露煮、湯煮、うま煮、煮豆、佃煮、炒め物、串焼き、網焼き、

ホイル焼き、天ぷら、かば焼き、唐揚げ、フライ、しゅうまい等

◇１０℃以下

茶碗蒸し、胡麻和え、サラダ、酢れんこん、たこの酢の物等

◇－15℃以下

冷凍された食品

配 送 員
◇清潔な衣服を着用する

◇軍手着用の場合は、毎日洗濯し清潔を保つ
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（２）配送車の管理

①洗浄・消毒方法

コンテナー、
台 車 等

◇配送終了後に専用シンクにて洗剤で洗浄し、次亜塩素酸ナトリウム

（200pｐm）で消毒する、乾燥後専用棚に収納する

◇実施頻度：1 回/日

配送車荷台

◇配送終了後にスノコを取り出し、床面を箒で掃いて埃やゴミを取り除き

モップで拭く

◇周囲は水拭きし、消毒用アルコールを噴霧する

◇スノコは洗剤で洗浄し、乾燥後消毒用アルコールを噴霧する

◇実施頻度：1 回/日

※配送車内部は衛生面を考慮し、ステンレス張りにすることが望ましい

②点検方法

点 検 項 目

◇車内に設置されている温度計の作動確認

◇荷台内部のステンレスの剥がれや破損の確認

◇ドア部分のパッキンの状態確認

※温度計の校正は、年 1 回以上実施すること

（３）不適時の対応方法

対 応 内 容

◇破損等が確認されたものは廃棄する

◇設定温度より高い場合は、パッキン等の密封状況や温度計が正しく作動し

ているか確認を行う

◇設定温度になるまでは、製品の搬入はしない

◇設定温度にならない場合は、別の配送車に変更するか、保冷シートと冷媒

を利用し製品を冷やし、設定温度になったら配送する
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◆ ＜記録の方法＞ 〔作成のポイント ⑤〕

配送車の管理について、次のとおり記録する。

責任者名 △△△

平成１８年 8 月分

【配送車管理記録表 記載例】

8 月 2 日 配 送 記 録

配送車番号 １号車 ２号車 ３号車

荷台温度
（出発前）

１５℃ 1５℃ 1６℃

出発時刻 8:45 8:30 8:1０

配 送 先
(配送時刻)

○○方面

○ｽｰﾊﾟｰ （ 9:00）
○ｽｰﾊﾟｰ （ 9:30）
○ｽｰﾊﾟｰ （10:00）
○商店 （11:10）

△△方面

△ｺﾝﾋﾞﾆ （ 9:20 ）
△ｺﾝﾋﾞﾆ （ 9:50 ）
△ｽｰﾊﾟｰ （10:30）
△ｽｰﾊﾟｰ （11:25）

□方面

□商店 （ 8:40 ）
□商店 （ 9:10 ）
□ｽｰﾊﾟｰ （ 9:55 ）
□ｽｰﾊﾟｰ （10:20）

配 送 量 ４５ケース ４７ケース 5０ケース

帰り時刻 １2:00 13:00 11:30

洗浄・消毒 ○ ○ ○

保守点検 × ○ ○

点検者名 △△ △△ △△

不適時の対応
ﾄﾞｱ部分のｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝの

劣化の為、交換
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Ⅱ【特定基準 飲食店営業(弁当) 】

◇ 衛生管理の目的

完成した製品が衛生的に製造されているかどうか、定期的に科学的な検査を行い

ます。結果が基準値より、悪い場合は早急に作業工程の見直しが必要です。

◇ マニュアル作成のポイント

検査する製品の選定や採取方法、実施項目、実施頻度を定めます。

検査機関に依頼する場合は、採取した検体の搬送方法、結果の保管方法など具

体的に記載します。自社の検査室で実施する場合は、公定法に準じた方法で行

います。また、細菌検査は夏季（6～10 月）に 1 回は必ず行ってください。

使用基準の定めされた添加物を使用の場合は理化学検査を実施します。

作成のポイントは、次のとおりです。

①製品検査に関する責任者を明記します

②製品検査を実施する目的を明記します

③製品検査の実施手順を具体的に定め、記載します

製品検査の結果に不適があった場合の対応方法を明記します

④製品検査成績書の保存方法及び不適時の対応の記録方法を記載します

２ 食品等の衛生的な取扱い

（８）製品検査

＜内容＞

自家製品のうち、次の主要品目について 1 品目以上製品検査の実施手順が示さ

れていること

① サラダ、和え物等の最終工程において加熱処理のない食品

② 加熱調理食品

③ 卵を主原料とした食品

④ 食肉を主原料とした食品

不適となった場合の対応方法が示されていること

＜頻度等＞

製品検査は定期的に行う旨の記載があること

検査項目及び管理基準が示されていること

＜記録の方法等＞

製品検査成績書の保存及び不適時の対応について記録する旨の記載があること



25

＜衛生管理マニュアル記載例＞

２ 食品等の衛生的な取扱い （８）製品検査

◆ ＜責任者氏名＞ 〔作成のポイント ①〕

○○○○ が責任者となり、以下の製品検査の実施手順に基づき実施する。

◆ ＜衛生管理の目的＞ 〔作成のポイント ②〕

定期的に製品の衛生状況を確認し、事故を未然に防ぐ。

◆ ＜製品検査の実施手順＞ 〔作成のポイント③〕

食 品 分 類 細菌数 大腸菌群 大腸菌
黄色ﾌﾞﾄﾞｳ

球 菌
ｻﾙﾓﾈﾗ

１

最終工程において

加熱処理のない食品

※サラダ、和え物等

100 万/g

以下

3000/g

以下
陰性 陰性 陰性

不適時の対応方法
◇食材の洗浄・消毒方法の確認
◇使用器具類の洗浄消毒確認
◇製品保管温度の確認

２

最終工程において

加熱処理のある食品

10 万/g

以下

1000/g

以下
陰性 陰性 陰性

①煮物、焼き物等
②卵を主原料とした食品：厚焼き卵、オムレツ等
③食肉を主原料とした食品：ハンバーグ、焼肉等

不適時の対応方法
◇加熱温度の確認
◇加熱後の処理工程の確認
◇使用器具類の洗浄・消毒の確認

【遵守事項】

◇細菌検査は食品分類１、２とも１品目ずつ３月に１回以上実施する

◇検査記録は１年間、製品検査綴に保管する

◇検体は、細菌汚染のないように注意して採取する（使い捨てエンボス手袋の着用）

◇搬送を含め○○検査所に依頼する

※弁当・そうざいの衛生規範に示す基準等を参考に管理基準を設定する

◆ ＜記録の方法＞ 〔作成のポイント ④〕

検査結果の不適事項について、次のとおり記録する。

責任者名 △△△

【製品検査不適事項記録 記載例】 平成１８年

製 品 名
食品
分類

検査実施日 不適事項 改 善 事 項

厚焼き卵 2 8 月 1 日
細菌数

20 万/g

調理器具等の拭き取り検査実施
野菜の洗浄・消毒方法の改善
器具類の洗浄・消毒の徹底
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Ⅱ【特定基準 飲食店営業(弁当) 】

◇ 衛生管理の目的

検食は、不良食品や食中毒が発生した場合に、原因究明のための検査に必要なも

のであり、その保存が義務付けられています。再発防止のための改善策を講じるた

めにも重要なので、適切な方法で検食を保存しましょう。

◇ マニュアル作成のポイント

検食の採取方法や量、保存温度等を具体的に定めます。

作成のポイントは次のとおりです。

①検食の保存に関する責任者を明記します

②検食を保存する目的を明記します

③対象となる製品を定め、保存方法や保存期間を記載します

④保存した製品の記録方法を記載します

２ 食品等の衛生的な取扱い

（９）検食の保存

＜内容＞

調理済み食品について検食の保存手順が示されていること

＜頻度等＞

保存対象、保存方法及び保存期間の記載があること

＜記録の方法等＞

検食として保存した製品について記録する旨の記載があること
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＜衛生管理マニュアル記載例＞

２ 食品等の衛生的な取扱い （９）検食の保存

◆ ＜責任者氏名＞ 〔作成のポイント ①〕

○○○○ が責任者となり、以下の検食保管の実施手順に基づき実施する。

◆ ＜衛生管理の目的＞ 〔作成のポイント ②〕

食中毒等の事故発生時の原因の究明及び再発を防止する。

◆ ＜検食の保存手順＞ 〔作成のポイント ③〕

対 象 製 品 提供したすべての調理済食品を製造品目ごとに 1 食分を採取する

採 取 方 法

①新しい使い捨て手袋を着用する

②製造品目ごとに１食分又は 50g 程度を検食専用滅菌ポリ袋に入れ密封

する

③容器を密封し、ひとまとめにして日付を入れる

※１週間以上の賞味期限を設定している製品は当該期間内保存する

※包装が完了した残りものを採取し保存することは禁止する

保 存 方 法 ◇冷凍庫で保存する

保 存 温 度 ◇－20℃

保 存 期 間
◇ １週間
※大量調理施設の場合：２週間保存する

（1 日 750 食以上又は同一メニューを 1 回 300 食以上製造する施設）

記 録 簿 ◇検食の保存状況を作業終了後に記載する

◆ ＜記録の方法＞ 〔作成のポイント ④〕

検食の保存について、次のとおり記録する。

責任者名 △△△

平成１８年９月分

【検食記録簿 記載例】

採取日 製 品 名 廃棄予定日 廃棄日 確認者名

1 日

ごはん、おにぎり、ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ、天丼、煮物、

ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ、ｶﾂ、天ぷら、焼き魚、卵焼き、

ｵﾑﾚﾂ、ｻﾗﾀﾞ、ｶｯﾄﾌﾙｰﾂ、和え物、漬物 ８日 ９日 ○○
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Ⅱ【特定基準 飲食店営業(弁当) 】

◇ 衛生管理の目的

施設で製造する食品は、設備、人的能力等の施設規模に応じた製造数になってい

なければなりません。製品ごとの最大製造数を把握し、通常の製造量を超えた場合

の対応方法を決める必要があります。最大製造数を超えて製造を行うことは、食中

毒などの発生の危険性を高めることになります。余裕を持った受注管理を行うこと

が大切です。

◇ マニュアル作成のポイント

受注管理をどのような方法で行うか具体的に検討します。

施設や設備、人員など能力に見合った余裕のある管理を製造品目ごとに設定し

ます。

作成のポイントは、次のとおりです。

①受注管理に関する責任者を明記します

②受注管理をする目的を明記します

③施設の最大製造数や通常の製造量をアイテムごとに定めます

最大製造数に必要な人員、作業開始時間、ラインの追加等について定めます

④通常製造量を超えた場合の対応方法（人員や時間等）を記載します

⑤製造数の記録について具体的な方法を記載します

３ 衛生管理体制

（１）受注管理

＜内容＞

施設、設備及び人的能力に応じた製品の調理、製造に関する手順が示されてい

ること

＜頻度等＞

製造品目ごとに製造数を確認する旨の記載があること

＜記録の方法等＞

製造数を記録する旨の記載があること
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＜衛生管理マニュアル記載例＞

３ 衛生管理体制 （１）受注管理

◆ ＜責任者氏名＞ 〔作成のポイント①〕

○○○○ が責任者となり、以下の受注管理手順に基づき実施する。

◆ ＜衛生管理の目的＞ 〔作成のポイント②〕

受注管理を適切に行うことにより、食中毒発生のリスクを軽減する。

◆ ＜受注管理手順＞ 〔作成のポイント③〕

（１）受注管理表

製 品 名 通 常

通常製造量を超える場合の対応方法

作業時間延長

（増員なし）

最大製造食数

（５名増員、作業延長）

製

造

食

数

A 弁 当 ２00 食 ３00 食まで 300 食まで

B 弁 当 200 食 ２50 食まで 300 食まで

C 弁 当 ３00 食 400 食まで 600 食まで

計 700 食 ９５０食 1200 食まで

従

事

者

数

調 理 等 10 名 10 名 11 名

盛付け等 15 名 15 名 18 名

配 送 ５名 ５名 6 名

計 30 名 30 名 35 名

※作業時間延長について

①調理開始時間を早め、調理時間を延長する

②盛付け開始時間を早め、盛付けを延長する

③製品を保冷庫に保管する（喫食までの時間が４時間を超える対応方法による）

※最大製造食数について

弁当製造施設において、適切な受注管理を行うためには、その施設における最大製造食

数を把握しておく必要があります

最大製造食数を決定するには、人員、施設及び設備が重要な要因となります

過去の製造実績等も考慮し、施設の調理・製造能力を確認しておきましょう

※増員する調理従事者は、必要な衛生教育を受け、検便等の健康管理実施している者であ

ること
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（２）通常製造量を超える場合の対応手順

【対応事項】

◇当日の作業分担等の打合わせ会議を実施する

◇前日までに従事者の増員を行う

・定期的に検便を行っていない者は事前に実施し、３日前までに結果を確認する

・新人等は、ビデオ講習 30 分を従事日までに受講する

◇作業開始時間を 2 時間早める

◇包装作業を１時間早める

◇配送出発時刻及びルートを決定する

◇作業室内温度の設定を 20℃から 18℃に変更する

◇増員分の白衣、靴、エプロン等の枚数を確認する

◇臨時ガスコンロ 2 台を増設する

◇回転釜３台を使用する

◇保冷車 1 台を借用し運転手を増員する（車内の洗浄・消毒の実施、荷台の冷却温度

確認）

【遵守事項】

◇増員できない場合は、受注しない

◇冷却室の許容量を越える受注は受けない

◇冷蔵庫収納許容量を超える受注は受けない

◆ ＜記録の方法＞ 〔作成のポイント ⑤〕

製造数について、次のとおり記録する。

責任者名 △△△

平成１８年１１月

【製造数記録表 記載例】

日 製 品 名 製 造 数
業 務 体 制

調理従事者数 包装作業者数 配送者数

1

A 弁 当 195 食

10 15 5B 弁 当 200 食

C 弁 当 300 食
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※【最大製造食数時の調理体制について】

【通常体制】

調理開始

盛付け開始

盛付け終了

配送開始

喫食

6:00

11:00

10:30

9:00

12:00

調理従事者 10 名

配送従事者 5 名

調理開始

盛付け開始

盛付け終了

配送開始

喫食

4:00

11:00

10:30

8:00

12:00

調理従事者 12 名

盛付従事者 17 名

配送従事者 6 名

【作業時間の延長＋増員体制】

保冷庫保管
盛付従事者 15 名
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Ⅱ【特定基準 飲食店営業(弁当) 】

◇ 衛生管理の目的

加熱調理食品は、中心部まで十分加熱し、食中毒菌を死滅させます。

中心部の加熱が不十分なまま製品が提供されてしまうと、生き残った菌が増殖を

はじめ事故に繋がりますので、加熱温度と時間の管理を徹底することが大切です。

◇ マニュアル作成のポイント

製造品目ごとに、どのような方法で加熱工程の温度や時間を管理するか検討し

ます。

作成のポイントは、次のとおりです。

①加熱温度管理に関する責任者の名前を明記します

②加熱温度管理をする目的を明記します

③加熱調理食品の温度管理を行う具体的な方法を記載します

④熱調理食品の温度を確認した結果や不適時の場合の記録を記載します

３ 衛生管理体制

（２）加熱調理食品の加熱温度管理

＜内容＞

加熱調理食品については、中心部が 75℃、1 分間以上又はこれと同等以

上の加熱条件が示されていること

不適となった場合の対応方法が示されていること

＜頻度等＞

製造品目ごとに 1 日 1 回以上中心温度の確認を行う旨の記載があること

＜記録の方法等＞

確認結果及び不適時の対応について記録する旨の記載があること
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＜衛生管理マニュアル記載例＞

３ 衛生管理体制 （２）加熱調理食品の加熱温度管理

◆ ＜責任者氏名＞ 〔作成のポイント ①〕

○○○○ が責任者となり、以下の加熱確認実施手順に基づき実施する。

◆ ＜衛生管理の目的＞ 〔作成のポイント ②〕

加熱不足における有害微生物の残存及び汚染を防止する。

◆ ＜加熱確認実施手順＞ 〔作成のポイント ③〕

（１）煮物・炒め物

①加熱する順序は、食肉類の加熱を優先する

②冷凍食材を使用する場合は、十分な解凍をしてから加熱する

③ただし、冷凍のまま加熱する食材に関しては、必ず加熱中の食材の中心温度が 75℃

以上であることを確認する

④温度の計測は、最も熱の通りにくい具材を選ぶ

⑤中心温度を計測できるような具材がない場合は、釜の中心付近の温度を３点以上

（煮物の場合は１点）計測する

（２）焼き物・蒸し物

①オーブンやコンベクションの場合は、場所により焼きむらができるので、途中で位置

や向きの交換を行い、均等に加熱されるように配慮する

②温度の計測は、最も熱の通りにくい場所３点を選ぶ

・複数回同一作業を繰り返す場合、中心温度の計測は熱の最も通りにくい場所１点の

みでもよい

（３）揚げ物

①油温が設定した温度になった事を確認する

②作業中、繰り返し油温が設定温度以上である事を確認する

③温度の計測は、熱の最も通りにくい３点を計測する
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（４）加熱時の遵守事項

◇製品は、中心部が 75℃、１分間以上の加熱を行う

◇加熱条件については、中心温度の確認等による計測データ等から加熱温度・時間の設

定を実施する

◇中心温度計の誤差確認は、月に 1 回実施する

（５）不適時の対応方法

◇加熱条件に合致していない場合は、再加熱する又は廃棄する
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◆ ＜記録の方法＞ 〔作成のポイント ④〕

加熱温度の管理状況について、次のとおり記録する。

責任者名 △△△

平成１８年１０月

【加熱温度管理表 記載例】

月 日 １０月 10 日

製 品 名 中 心 温 度 加熱温度
加熱時刻 点検

者名開始 終了

とんかつ

フライヤー
160℃設定

10 分

1 回目 82、82、82℃ 160℃ 6:16 6:26

△△
2 回目 83、82、82℃ 160℃ 6:40 6:50

3 回目 82、83、82℃ 160℃ 7:05 7:15

4 回目 － － － －

揚げ餃子

フライヤー
180℃設定

3 分

1 回目 82、82、82℃ 180℃ 7:20 7:23

○○
2 回目 82、82、83℃ 180℃ 7:39 7:42

3 回目 82、83、82℃ 180℃ 7:50 7:58

4 回目 － － － ―

ハンバーグ

ｺ ﾝ ﾍ ﾞ ｸ ｼ ｮ ﾝ
160℃設定
1５分

1 回目 83℃ 160℃ 7:38 7:53

□□
2 回目 83℃ 160℃ 8:05 8:20

3 回目 84℃ 160℃ 8:25 8:40

4 回目 84℃ 160℃ 8:35 8:50

不適時の対応
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Ⅱ【特定基準 飲食店営業(弁当) 】

◇ 衛生管理の目的

作業動線を考慮した調理工程表を作成することにより、作業内容が明確になり、

食材の交差汚染や２次汚染を未然に防止することができます。原材料と調理済み食

品が交差しないように調理工程を管理し、食中毒等の食品事故発生を防止すること

が大切です。

◇ マニュアル作成のポイント

調理工程表の作成は、作業動線を踏まえて主な品目ごとに作成します。

作成のポイントは、次のとおりです。

①調理工程表に関する責任者の名前を明記します

②調理工程表を作成する目的を明記します

③加熱調理食品（煮物・焼き物・揚げ物・蒸し物）と非加熱食品（最終工程に

おいて加熱処理のない食品）の主な製品の調理条件を定めます

生食用の野菜及び果物については、洗浄の方法を明記します

消毒する場合は、その方法も記載します。

④作業動線を考慮した調理工程表を作成します

使用原材料の変更や分量の増減があった場合は工程の変更をします

調理工程表の保存方法を記載します

３ 衛生管理体制

（３）調理工程表の作成

＜内容＞

主要な製品については、調理工程表の作成が示されていること

生食用の野菜及び果物については、洗浄方法が示されていること

＜頻度等＞

使用原材料、分量の変更に伴い作成する旨の記載があること

＜記録の方法等＞

調理工程表を保存する旨の記載があること
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＜衛生管理マニュアル記載例＞

３ 衛生管理体制 （３）調理工程表の作成

◆ ＜責任者氏名＞ 〔作成のポイント①〕

○○○○ が責任者となり、以下の調理工程表の作成手順に基づき実施する。

◆ ＜衛生管理の目的＞ 〔作成のポイント②〕

調理工程において、作業動線の不備から起きる交差汚染や二次汚染を防止する。

◆ ＜調理工程表の作成手順＞ 〔作成のポイント ③〕

調 理 工 程 表

の作成方法

◇製造品目ごとに作成する

加熱調理食品（煮物・焼き物・揚げ物・蒸し物）と非加熱食品（最終工

程において加熱処理のない食品）について作成する

◇商品名の記入や保存条件、保存場所、加熱温度、時間、調理条件、注意

事項等を記入する

◇調理工程表は作業動線を考慮し交差汚染や２次汚染が起きないように作

成する

◇ 汚染区域と非汚染区域を記入する

◇ 中心温度の確認を行う頻度を記入する

◇ 使用原材料の変更や分量の増減があった場合は工程表の変更を行う

野菜・果物の

洗 浄 方 法

①流水で３回以上水洗いする

②中性洗剤で洗う

③流水で十分すすぎ洗いをする

④次亜塩素酸ナトリウムで殺菌後流水で十分すすぎ洗いする

⑤水切りする

⑥専用のまな板包丁でカットする

⑦ふた付きの清潔な容器に入れる（調理まで 30 分以上を要する場合は、

10℃以下で冷蔵保存する）

調理工程表

の保管方法
◇ 事務所内の調理工程綴に保管する
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◆ ＜調理工程表 記載例＞ 〔作成のポイント ④〕

（１）加熱調理済食品 ・・・ 【煮物】献立例：干瓢と野菜の煮物

原材料
（干瓢）

盛付け →室内温度 20 度以下

加 熱 （40 分） ２番釜・３番釜 中心温度計で確認

下茹

原材料
（油揚げ）

原材料
（野菜）

原材料
（里芋）

受入･保管 受入･保管 受入･保管 受入･保管

洗浄(戻し)･カット

（野菜保管庫） （冷蔵庫 A 上段）（常温倉庫） （常温倉庫）

洗浄･カット 皮むき･カット 加熱・調味

（加工台 A）（野菜専用ｼﾝｸ）（下処理台 A） （加工台 B）

油ぬき

冷却（急速冷却機）→20℃以下になるまで下げる
中心温度計で毎回計測

非

汚

染

作

業

区

域

汚

染

作

業

区

域
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・・・（２）加熱調理済食品 【蒸し物】茶碗蒸し

加熱（下茹）

割卵

煮だし汁と混合

裏ごし

原材料

（えび･冷凍）

原材料

（かまぼこ）
だし汁原材料

（鶏卵）

原材料

（鶏肉）

（冷蔵庫 A）

ひび割れ確認

受入･保管 受入･保管 受入･保管 受入･保管 加熱・調味

（鮮魚専用冷蔵庫） （肉専用冷蔵庫） （１番釜）（鮮魚専用冷凍庫）

上段

細切解凍 カット 洗浄・消毒 冷却

（急速冷却室）（下処理台 B）（下処理台 A） （専用容器）

（加工台 A）

（加工台 A）

（加工台 A）

（鮮魚専用冷蔵庫）

洗浄

（鮮魚専用シンク）

（ガス台 A）

冷却

（移動台）

具のトッピング（加工台 A）

卵液を容器に注ぎいれる（加工台 A）

蒸す（中心温度 75℃1 分以上）中心温度計で毎回計測

冷却（急速冷却機） 中心温度計で毎回計測

小分け包装（包装ライン）室内 20℃以下

冷蔵（完成品冷蔵庫）

非

汚

染

作

業

区

域

汚

染

作

業

区

域
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小分け包装 （包装室） 室内 20℃以下

冷蔵保存（完成品冷蔵庫）

・・・

受入･保管 受入･保管 加熱・調味

（鮮魚専用冷蔵庫） （野菜室）（肉専用冷蔵庫）

原材料

（野菜）

原材料

（肉） 
原材料

（魚）

洗浄
下段

内臓処理・カット

（野菜専用シンク）

カット

カット

（作業台 A）

（下処理台Ｂ）（下処理台Ａ）

加 熱（フライヤーA・B） 中心温度計の計測 ロット毎に計測

冷 却 （急速冷却機使用）

中心温度計で計測 毎回実施

非

汚

染

作

業

区

域

汚

染

作

業

区

域

（３）加熱調理済食品 【焼き物】焼肉・焼き魚 【揚げ物】唐揚・フライ
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・・

完成品冷蔵庫

非

汚

染

作

業

区

域

汚

染

作

業

区

域

（４）非加熱調理食品・・ 【サラダ・マリネ・和え物】

原材料

（野菜・果物）

原材料

（魚） 
原材料

（肉） 

受入・保管 受入・保管

（肉専用冷蔵庫） （鮮魚専用冷蔵庫）

カットカット

（下処理台Ｂ）

受入・保管

（野菜室）

上段

洗浄・消毒 加熱

中心温度の計測

毎回実施

（作業台Ａ）

（冷菜専用シンク） （ガス台Ａ）

原材料

（野菜）

和え物 

受入・保管

（野菜室）

洗浄

（野菜専用シンク）

加熱 中心温度の計測

毎回実施

表面温度確認

毎回実施
冷却

（加工済シンク）

（１番釜）

カット

（冷菜処理台Ａ）

加工・和える （加工台 A） 冷菜専用エプロン・使い捨て手袋

小分け包装 （包装室） 室内 20℃以下

サラダ・マリネ
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（５）仕入れ食材 記載例

原材料名

（袋入りそうざい）

非

汚

染

作

業

区

域

汚

染

作

業

区

域

原材料名

（ダンボール入り冷凍食品）

保 管

（冷凍庫－15℃以下）

移し変え

（蓋付バット）

移し変え

（蓋付ケース）

保 管

（完成品冷蔵庫 10℃以下）

盛 付 け（盛付け台）
室内 20℃以下

加熱処理
（中心温度 75℃１分以上）

中心温度計でロットごとに計測

冷却（急速冷却機）
（20℃以下）

中心温度計でロットごとに計測
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第Ⅳ章 衛生管理マニュアルの記載

左ページに基準の内容、衛生管理の目的、マニュアル作成のポイントの解説と右ペー

ジにその記載例を項目ごとに示してあります。

また、記載例には、記録帳票例を示しました。

Ⅱ 特定基準 そうざい製造業

工場形態で煮物、焼物、揚物、蒸し物、和え物、サラダ、煮豆、佃煮等を

製造又は加工し、卸売り又は配送する施設（半製品、冷凍食品は除く）

１ 作業区分の明確化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４

（１）作業区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４

（２）作業の切替え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４６

２ 食品等の衛生的な取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４８

（１）食品添加物の使用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４８

（２）油脂の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５２

（３）調理済み食品の温度管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５４

（４）製品の小分け、包装・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５６

（５）表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６０

（６）製品の管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６２

（７）製品の配送・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６４

（８）製品検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６８

（９）検食の保存・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７０

３ 衛生管理体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７２

（１）受注管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７２

（２）加熱調理食品の加熱温度管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７４

（３）調理工程表の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７８
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Ⅱ【特定基準（そうざい製造業）】

◇ 衛生管理の目的

作業場内を汚染区域と非汚染区域に区分することにより、調理済み食品への有害

微生物汚染を防止します。作業区域の不十分な区分による原材料と調理済み食品の

交差汚染がないようにすることが大切です。

◇ マニュアル作成のポイント

作業工程ごとに、汚染作業か非汚染作業なのかを区分けします。

各作業区域の境界は壁、扉で区画し、食材や容器等がコンベア、カウンター、

ハッチで受け渡されるのが理想ですが、作業場のスペースの問題により不可能

な場合は、床面の色分け、床にテープを貼る、作業時間をずらすなどの方法を

考えます。

作成のポイントは、次のとおりです。

①作業区域に関する責任者名を明記します

②作業を区分けする目的を明記します

③工程ごとに汚染区域と非汚染区域に分類します

１ 作業区分の明確化

（１） 作業区域

＜内容＞

汚染作業と非汚染作業について作業区域を明確に区分すること

＜頻度等＞

壁、床の色分け、テープを貼る等により区分する旨の記載があること
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＜衛生管理マニュアル記載例＞

１ 作業区分の明確化 （１）作業区域

� ＜責任者氏名＞ 〔作成のポイント ①〕

○○○○ が責任者となり、下記の作業区域管理表に従い作業区域を明確にする。

◆ ＜衛生管理の目的＞ 〔作成のポイント ②〕

汚染区域と非汚染区域を区分けすることにより、原材料と調理済み食品の交差汚

染を防ぎ、製品の安全性を高める。

◆ ＜作業区域管理表＞ 〔作成のポイント ③〕

区 域 作 業 場 名 作 業 工 程

汚 染 区 域

※黄色の床

原材料開梱室（検収場） 搬入

原材料保管室 保管

計 量 室
下処理

（解凍､洗浄､剥皮等）
選 別 室

準 備 室

加 工 室 細切、整形､磨砕､粉付け､調味等､

非汚染区域

※緑色の床

加 熱 処 理 室 煮る､揚げる､焼く､蒸す等

放冷・調整室 放冷・盛付け等

包 装 室 包装

製 品 保 管 室 製品保管

製 品 搬 出 室 出荷

検収場

（汚染区域）

保管室

事務室 下処理室

（汚染区域）

加熱処理室

（非汚染区域）

包 装 室

（非汚染区域）

製品搬出室

製品保管室

原材料
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Ⅱ【特定基準（そうざい製造業）】

◇ 衛生管理の目的

作業室のスペース等の理由により、時間で汚染作業と非汚染作業の切り替えを行

う場合は、原材料と調理済み食品の交差汚染を防止しなければなりません。

原材料の下処理や食品の加工、加熱工程の作業を時間でしっかり管理し、汚染さ

れた環境にならないようにしましょう。

◇ マニュアル作成のポイント

汚染作業時間と非汚染作業の時間を工程表に基づき設定します。

作成のポイントは、次のとおりです。

①作業の切替えに関する責任者を明記します

②作業の切替えを明確にする目的を明記します

③作業切替え手順を具体的に定め、記載します

④作業を切り替えた記録方法を記載します

１ 作業区分の明確化

（２）作業の切替え

＜内容＞

汚染作業と非汚染作業の切替えを明確にする方法が示されていること

＜頻度等＞

作業切替えごとに適切に行われたことの確認を行う旨の記載があること

＜記録の方法＞

作業切替え時刻を記録する旨の記載があること
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＜衛生管理マニュアル記載例＞

１ 作業区分の明確化 （２）作業の切り替え

◆ ＜責任者氏名＞ 〔作成のポイント ①〕

○○○○ が責任者となり、以下の作業切り替え手順に基づき実施する。

◆ ＜衛生管理の目的＞ 〔作成のポイント ②〕

区域を明確に区分することが困難な場合は、作業を明確に切り替えることによっ

て、原材料と調理済み食品の交差汚染を防止する。

◆ ＜作業切替え手順＞ 〔作成のポイント ③〕

切 替 え 区 分 遵 守 事 項

(1)汚染作業から非汚染

作業に移行する場合

◇原材料や微生物汚染が疑われる食材を保管設備に移動する

◇床の清掃を実施する

◇作業台・機械器具等の洗浄・消毒を実施する

◇作業者は作業服を非汚染区域用に交換する

◇まな板、包丁、調理器具類を非汚染区域用に交換する

◇ふきん、タワシ、スポンジ等を非汚染区域用に交換する

◇確認結果を記録する

◇手洗いを実施し、作業を開始する（※共通基準 2 (2) 手洗い）

(2)非汚染作業から汚染

作業に移行する場合

◇完成品等を保管設備へ移動する

◇非汚染区域用器具類を保管設備に移動する

◇使用器具、ふきん等を汚染区域用に交換する

◇確認結果を記録する

◇手洗いを実施し、作業を開始する（※共通基準 2 (2) 手洗い）

◆ ＜記録の方法＞ 〔作成のポイント ④〕

作業の切替えについて、次のとおり記録する。

責任者名 △△△

【作業切替え記録表 記載例】 平成１８年１１月分

日
切替え事項

〔切替え時刻〕

確 認 事 項

食材等

の移動
作業室内の
洗浄、消毒

作業服

の交換

器具類

の移動
ふきん､タワ
シ類の交換

１
下処理→加熱

〔9:30〕
○ ○ ○ ○ ○

２
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Ⅱ【特定基準（そうざい製造業）】

◇ 衛生管理の目的

食品添加物は､その使用量や方法が定められているものがあります。不適正な使

用を避けるために、使用している添加物の一覧表を作成し、実情を把握するととも

に適正な使用に努めます。

◇ マニュアル作成のポイント

食品添加物の使用方法を具体的に定め、記載します。

作成のポイントは次のとおりです。

①食品添加物の使用に関する責任者を明記します

②食品添加物を管理する目的を明記します

③使用方法を具体的に定めた使用添加物一覧を作成します

製品ごとの使用添加物一覧を作成します

不適正な使用をした場合の対応方法を記載します

④添加物の使用状況及び不適正な使用をした時の記録方法を記載します

２ 食品等の衛生的な取扱い

（１）食品添加物の使用

＜内容＞

食品添加物の使用手順及び使用添加物一覧が示されていること

不適正な使用をした場合の対応方法が示されていること

＜頻度等＞

使用基準のある添加物については、製造品目ごとに適正使用の確認をする旨

の記載があること

＜記録の方法等＞

添加物の使用状況及び不適時の対応について記録する旨の記載があること
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＜衛生管理マニュアル記載例＞

２ 食品等の衛生的な取扱い （１）食品添加物の使用

◆ ＜責任者氏名＞ 〔作成のポイント ①〕

○○○○ が責任者となり、以下の使用添加物管理手順に基づき実施する。

◆ ＜衛生管理の目的＞ 〔作成のポイント ②〕

食品添加物の使用基準を守り、不適正な使用を防止する。

◆ ＜使用添加物管理手順＞

○使用添加物一覧 〔作成のポイント ③〕

添 加 物 名 使 用 目 的 使用基準の有無 使 用 方 法

ソ ル ビ ン 酸 保存料
煮豆、佃煮類

1.0g/kg 以下

煮豆、佃煮類は

基準値の１/２量

キサンタンガム 増粘剤 なし 0.8g/kg

食用赤色 106 号 着色料 なし 0.3g/kg

○製品ごとの使用添加物一覧 〔作成のポイント ③〕

製 品 名 製 造 量 使用添加物名 使 用 量 表 示 方 法

赤貝の佃煮
３０kg

（１釜当たり）

ソ ル ビ ン 酸 15g
保存料

（ソルビン酸）

キサンタンガム 24g
増粘剤

(キサンタンガム)

食用赤色106号 9g 赤色 106 号

◆ ＜不適正使用時の対応方法＞ 〔作成のポイント ③〕

◇調製可能：適正値に調製する

◇調製不可：廃棄する
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◆ ＜記録の方法＞ 〔作成のポイント ④〕

添加物の使用状況について、次のとおり記録する。

責任者名 △△△

【添加物管理台帳 記載例】 平成１８年分

添加物名 ﾛｯﾄ番号 納 品 日 使用開始日 使用終了日 不適時の対応

ソ ル ビ ン 酸 S4326 4 月 4 日 ４月 7 日 ６月 16 日

キサンタンガム K1256 4 月 8 日 4 月 12 日 ６月 18 日

責任者名 △△△

【添加物使用記録簿 記載例】 平成１８年 11 月

日
製 品 名
（製造数）

添加物名 使 用 量 計量確認者 不適時の対応

１
鯖竜田のあんかけ キサンタンガム 12 g △△△

※使用基準のない添加物を使用する場合は、使用記録簿の記載は必要ない
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【主要食品〈野菜うま煮〉における表示事例について】

主原料；野菜（里芋、人参、筍、蓮根等）

副原料；醤油、砂糖、水飴、みりん、食塩

水洗い

あく抜き・殺菌

選別・細切

水洗い

煮熟・調味

液切り

加熱殺菌

包 装

計 量

表 示

次亜塩素酸ナトリウム

リン酸
キサンタンガム

【醤油由来】
調味料（アミノ酸等）
安息香酸

野 菜

出 荷

＜表示対象の食品添加物＞

pH 調整剤（リン酸）

調味料(アミノ酸等)

増粘剤（キサンタンガム）

＜食品添加物表示例＞

pH 調整剤

調味料(アミノ酸等)

増粘多糖類

〈表示免除の食品添加物〉

次亜塩素酸ナトリウムは加工助剤

安息香酸はキャリーオーバー
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Ⅱ【特定基準（そうざい製造業）】

◇ 衛生管理の目的

揚げ物製品を製造する場合、揚げ油を高温で長期間使用すると、色々な酸化物が

でき刺激臭が発生したり、油の色が変わったりします。また、劣化した油を使用す

る事により製品の風味を損ねたり、胸焼けや嘔吐を誘発する原因ともなります。

揚げ油の状態を確認し、適正に管理することが大切です。

◇ マニュアル作成のポイント

油脂の管理をどのような方法で行えばよいか、具体的に定め記載します。

作成のポイントは、次のとおりです。

①油脂を管理する責任者の名前を明記します

②油脂を管理する目的を明記します

③油脂の衛生管理手順を具体的に記載します

不適の場合の対応方法を定めます

④油脂の状態を確認した結果及び不適の場合の記録方法を記載します

２ 食品等の衛生的な取扱い

（２）油脂の取扱い

＜内容＞

油脂の衛生管理手順が示されていること

不適となった場合の対応方法が示されていること

＜頻度等＞

油脂の衛生管理状況を１日１回以上点検する旨の記載があること

＜記録の方法等＞

点検結果及び不適時の対応について記録する旨の記載があること
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＜衛生管理マニュアル記載例＞

2 食品等の衛生的な取扱い （２）油脂の取扱い

� ＜責任者氏名＞ 〔作成のポイント ①〕

○○○○ が責任者となり、以下の油脂の衛生管理手順に基づき実施する。

� ＜衛生管理の目的＞ 〔作成のポイント ②〕

油脂の変敗による健康被害を防止する。

◆ ＜油脂の衛生管理手順＞ 〔作成のポイント ③〕

保 管 方 法
◇破缶していないか確認する
◇開缶前：食品庫内に直射日光を避け保管する
◇開缶後：キッチンポットに蓋をして直射日光を避け保管する

使用前の点検
◇テストペーパーで酸価（2.5 以下であること）を確認する

・試験紙の外装に記載されているレベル判定で確認する
◇再使用の場合：異物や色、刺激臭が発生していないか確認する

使用中の点検

◇発煙点の確認（170℃未満になっていないか）
◇泡の状態：粘性の泡になったら再度、酸価を測定する

・揚げかす等をこまめに取り除き、劣化を防ぐ
・廃棄する揚げかすは、完全に冷めてから処理を行い、引火を防止する

使用後の管理

◇再使用する場合は、速やかにろ過を行い、沈殿物や浮遊物を取り除く
◇冷却後、光の透過しにくい容器に蓋をして直射日光を避け冷暗所に保管

する
◇フライヤーを使用した場合は、ろ過後にフィルターの清掃を行う
◇油脂は、○○食使用したら交換する（使用後○日で交換する）

不 適 時 の
対 応 方 法

◇酸価 2.5 を超えた場合や発煙点が 170℃未満となった場合は、すべてを
新しい油脂と交換する

◆ ＜記録の方法＞ 〔作成のポイント ④〕

油脂の管理状況について、次のとおり記録する。

責任者名 △△△

平成１８年１１月分

【油脂管理表 記載例】

日
計測
時刻

酸価 色
刺激
臭等

点検
者名

不 適 時 の 対 応

1 6:30 2.1 ○ なし △△

２ 6:41 ２.2 ○ なし △△
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Ⅱ【特定基準（そうざい製造業）】

◇ 衛生管理の目的

加熱された製品が冷却されないまま包装されてしまうと、長時間にわたり細菌の

増殖に適した環境を作ってしまいます。

加熱調理済み食品は、急速冷却機や冷風等で品温を速やかに下げ、細菌の増殖に

適した温度帯の通過時間をできるだけ短くすることが大切です。

◇ マニュアル作成のポイント

どのような方法で製品の品温を速やかに下げられるか、具体的に記載します。

記録は、温度と所要時間を記載します。

作成のポイントは、次のとおりです。

①調理済み食品の温度管理に関する責任者を明記します

②調理済み食品の温度管理をする目的を明記します

③調理済み食品の冷却手順を具体的に記載します

非加熱調理食品の管理手順を記載します

不適時の対応方法について記載します

④製品の冷却に関する確認結果及び不適時の対応の記録方法を記載します

2 食品等の衛生的な取扱い

（３）調理済食品の温度管理

＜内容＞

加熱調理した食品の衛生的な冷却手順が示されていること

急速冷却機等を使用している場合は、その管理方法が示されていること

非加熱調理食品の管理手順が示されていること

不適となった場合の対応方法が示されていること

＜頻度等＞

冷却開始時刻及び冷却終了時刻を記載する旨の記載があること

品温等の確認を行う旨の記載があること

＜記録の方法等＞

確認結果及び不適時の対応について記録する旨の記載があること
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＜衛生管理マニュアル記載例＞

２ 食品等の衛生的な取扱い （３）調理済食品の温度管理

◆ ＜責任者氏名＞ 〔作成のポイント ①〕

○○○○ が責任者となり、以下の調理済み食品の冷却手順に基づき実施する。

◆ ＜衛生管理の目的＞ 〔作成のポイント ②〕

適確な温度条件で管理を行い、有害微生物の増殖を抑制する。

◆ ＜調理済食品の冷却手順＞ 〔作成のポイント ③〕

（１）加熱調理済み食品の冷却方法

冷 却 方 法

◇急速冷却機を用いて、30 分以内に中心温度を 20℃付近まで下げる

又は 60 分以内に中心温度 10℃付近まで下げる

◇製品にラップ等の覆いをかけ塵ほこり等の異物混入に注意する

※冷却時間については、あらかじめ検証しておくこと

急 速 冷 却 機
の 管 理 方 法

◇稼働後 5 分で 10℃下がるか毎始業時に確認する

不 適 時 の
対 応 方 法

◇始業時の点検で異常がある場合は作業を中止しメーカーに修理を依頼

する

※冷凍庫等使用し冷却する場合は、中心部の温度（20℃以下）になるの
を必ず確認すること（加熱後そのまま放置しないこと）

（２）非加熱調理食品の管理手順

サラダ、和え物等 調理後速やかに製品用冷蔵庫（10℃以下）で保管する

不 適 時 の
対 応 方 法

共通基準４機械器具類の衛生管理(2)冷蔵、冷凍設備の項に準じる

◆ ＜記録の方法＞ 〔作成のポイント ④〕

製品の冷却状況について、次のとおり記録する。

責任者名 △△△

【製品冷却確認表 記載例】 平成１８年９月分

日 製 品 名 開始時刻 終了時刻
冷却後の
製品温度

点検者名 不適時の対応

１

鶏のから揚 10：10 10：40 19℃ △△

うずら煮豆 10：30 11：00 19℃ △△
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Ⅱ【特定基準（そうざい製造業）】

◇ 衛生管理の目的

製品を小分け、包装する場合、使用器具類の洗浄・消毒不足や作業者の取扱い等

の不備により、有害微生物に汚染される可能性があります。製品の小分けや包装作

業が衛生的な環境で行われるよう適正に管理することが大切です。

◇ マニュアル作成のポイント

製品の小分けや包装をする作業は、さまざまな方法があります。

機械によるものや手作業で行うものなど、製品によっても違う場合はそれぞれ

の作業ごとに具体的に記載します。

作成のポイントは次のとおりです。

①製品の小分けや包装に関する責任者を明記します

②製品の小分けや包装工程での衛生管理の目的を明記します

③製品の小分けや包装を行う手順を具体的に記載します

不適時の対応方法について記載します

④製品の小分け、包装に関する確認結果及び不適時の対応の記録方法を記載し

ます

2 食品等の衛生的な取扱い

（４）製品の小分け、包装

＜内容＞

製品の小分け、包装の実施手順が示されていること

自動的に小分け包装する機械類を使用する場合は、その洗浄、消毒手順及び

保守点検方法が示されていること

不適となった場合の対応方法が示されていること

＜頻度等＞

包装作業開始時に包装台の洗浄、消毒について確認する旨の記載があること

機械類の洗浄、消毒は１日１回以上行う旨の記載があること

保守点検頻度が示されていること

＜記録の方法等＞

確認結果及び不適時の対応について記録する旨の記載があること
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＜衛生管理マニュアル記載例＞

２ 食品等の衛生的な取扱い （４）製品の小分け、包装

◆ ＜責任者氏名＞ 〔作成のポイント ①〕

○○○○ が責任者となり、以下の実施手順に基づき実施する。

◆ ＜衛生管理の目的＞ 〔作成のポイント ②

製品の小分け、包装は衛生的な環境で行い、有害微生物の汚染を防止する。

◆ ＜実施手順＞ 〔作成のポイント ③〕

（１）作業前の手順

①小分け、包装室を 20℃に温度設定する

②手洗いを入念に行う

③清潔な専用白衣、エプロン、靴、帽子、マスクを着用する

④不用品を撤去する

⑤作業台や包装台等に消毒用アルコールを噴霧する

⑥小分け・包装機械に消毒用アルコールを噴霧する

◇器具類は消毒済みのものを使用する

◇器具類や容器、トレー類は必ず使い捨て手袋着用で触る

◇作業切り替え時には、⑤、⑥を繰り返す

※作業者は、手荒れや傷、下痢や腹痛がないこと

（２）包装（手）作業の手順

①使い捨て手袋は、専用の密封容器（取り出しが簡単なもの）に保管する

②着用前は手洗いを入念に行う

③使い捨て手袋を着用する

◇着用の際は、穴や破れがないか必ず確認してから作業に入る

④使い捨て手袋の交換時期

◇破れた場合、別の作業に移る際、製品以外のものに触れた時

◇顔や髪の毛に触れた時

⑤手袋を廃棄する場合は、必ず穴や破れがないか確認してから所定の箱に捨てる

⑥使用後は廃棄し、再利用しない
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（３）包装機械類を使用した時の手順

①手洗いを入念に行う

②使い捨て手袋を着用する

③機械の組み立てやセットを行う

④消毒用アルコールを噴霧する

⑤テスト包装を行い、包装状態を確認する

⑥金属探知機が反応するかテストピースを流し、確認する

⑦作業終了後は、分解できるものは分解し、洗浄する

◇高圧洗浄する場合は、周りに飛び散らないように配慮する

⑧分解したものは、次亜塩素酸ナトリウム 200ppm で 10 分間消毒を行い、錆がつか

ないように流水で洗い流す

（４）保守点検方法

◇ 共通基準の４ 機械器具類の衛生管理
（１）機械器具類にまとめた方法を再掲してもよい

（５）不適時の対応方法

◇機械に不具合が生じた時は、点検中の間は製品を冷蔵保存する

◇20℃以上で 30 分以上放置されてしまった場合は、廃棄する

◇長時間のストップ後、ライン再開の際は、再度機械類の洗浄消毒を行い、

ラインに残っていた製品が付着していないことを確認する
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◆ ＜記録の方法＞ 〔作成のポイント ④〕

製品の小分け、包装について、次のとおり記録する。

責任者名 △△△

平成１８年９月分

【製品の包装確認表 記載例】

日 製 品 名
作業台等
の洗浄・消
毒の確認

金 属 探 知
機 に よ る
検品

点検者名 不 適 時 の 対 応

１

鶏の唐揚げ ○ ○ △△

うずら煮豆 ○ × △△

金属探知機の反応有、製品中に機械
ﾋﾞｽ発見
機械の点検、ﾃｽﾄﾋﾟｰｽを流す
製品を再度金属探知機に流し確認す
る
点検中は製品を冷蔵保管

※作業台等の洗浄・消毒の確認は、【共通基準】４器具機械類の衛生管理の記録としてよい

※金属探知機による検品；包装後の製品については、金属探知機による検品を実施すること

が望ましい。

◆ ＜金属探知機の管理方法記載例＞

１ 金属異物の管理基準の設定

（１）金属探知器の精度基準を定める

◇Ｆｅ １．２mmφ 、 ＳＵＳ ３．０mmφ

（２）基準のテストピース確認時期を定める

◇検品開始前、製品切替時、２時間ごと、検品終了時

２ モニタリング方法

◇連続して全品の検品を実施する

３ 金属探知機作動時の対応手順の設定

①製品を再度金属探知機に通し、作動を確認する

②責任者に速やかに連絡し、異物の確認を実施する

③金属片の混入が明らかとなった場合

◇製造を中止し、機械類の破損等の点検作業を実施する

◇原因を究明し、製品の対応措置を検討する

④金属探知機の作動不良の場合

◇金属探知機の精度確認し、正常に作動する場合は、製造再開する
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Ⅱ【特定基準（そうざい製造業）】

◇ 衛生管理の目的

表示は、消費者が商品を購入する際、製品の情報を得るために必要なものです。

容器包装に入れられた加工食品は、食品衛生法、JAS 法等に従って適切な表示を

しなければなりません。表示に誤りがあった場合の対応方法については、迅速な対

応ができるようにあらかじめ定めておくことが大切です。

◇ マニュアル作成のポイント

製造品目ごとに表示見本を作成します。特にアレルギー物質や添加物を使用し

た場合は、記載漏れがないように注意します。

作成のポイントは、次のとおりです。

①表示に関する責任者を明記します

②表示の確認を管理する目的を明記します

③表示事項（名称・製造者住所氏名・原材料・使用添加物・保存方法・消費期

限等）を製造品目ごとに作成し、記載します

表示見本の確認頻度を記載します

不適時の対応方法について記載します

④確認結果及び表示に誤りがあった時の対応の記録方法を記載します

表示ラベルの保存をします

※JAS 法：農林物質の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（S25 年法律第１７５号）

日本農林規格（JAS 規格）と食品表示（品質表示基準）を定めている

2 食品等の衛生的な取扱い

（５）表示

＜内容＞

包装品については、関係する法令で定められた事項の表示見本が示されている

こと

表示に誤りがあった場合の対応方法が示されていること

＜頻度等＞

表示内容を製造品目ごとに確認する旨の記載があること

＜記録の方法等＞

確認結果及び表示に誤りがあった場合の対応について記録する旨の記載がある

こと
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＜衛生管理マニュアル記載例＞

2 食品等の衛生的な取扱い （５）表示

� 責任者氏名 〔作成のポイント ①〕

○○○○ が責任者となり、以下の表示管理方法に基づき実施する。

� 衛生管理の目的 〔作成のポイント ②〕

法を遵守し、消費者に適切な製品情報を提供する。

◆ ＜表示管理方法＞ 〔作成のポイント ③〕

表示事項
名称、原材料名、食品添加物、アレルギー物質、内容量、期限表示、

保存方法、製造者名、製造所所在地等

表示見本

名 称 辛子昆布

原 材 料

昆布、醤油、砂糖、みりん、調味料（アミノ酸等）
還元水あめ、カラメル色素、ごま、寒天、昆布だし、
唐辛子粉、酸味料、香辛料
（その他小麦、大豆、由来原材料を含む）

内 容 量 100g

賞 味 期 限 0６．10．15

保 存 方 法 保存温度 10℃以下

製 造 者 株式会社 栃木商事

製造所所在地 栃木県小山市△△町１－２

確 認 頻 度 等
◇各製品ともロットごとに表示を確認する
◇確認後貼付ラベルを一部保管する

不適時の対応方法
◇貼りなおし可能；変更表示の貼りなおし

◇貼りなおし不可；廃棄

◆ ＜記録の方法＞ 〔作成のポイント ④〕

表示について、次のとおり記録する。 責任者名 △△△

【表示確認記録 記載例】 平成１８年９月分

日 品 名 ラベル貼付欄
確認
欄

点検
者名

不適時の対応

７
鮎甘露煮 ㊜ △△
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Ⅱ【特定基準（そうざい製造業）】

◇ 衛生管理の目的

製品は、小分け、包装後から出荷するまで適切な温度管理を行い、有害微生物の

増殖を防止することが大切です。正しい温度管理を行い、出荷前には、期限表示や

製品の状態を確認しましょう。

◇ マニュアル作成のポイント

適切な管理ができるよう製品の期限表示、保存温度、保管場所、保管期間を定め

ます。

作成のポイントは、次のとおりです。

①製品の管理に関する責任者を明記します

②製品を管理する目的を明記します

③製品の小分け、包装後から出荷するまでの管理方法を具体的に記載します

製造品目ごとの期限表示について記載します

不適時の対応方法について記載します

④製品の管理に関する確認結果及び不適時の対応の記録方法を記載します

2 食品等の衛生的な取扱い

（６）製品の管理

＜内容＞

製品の小分け、包装後から出荷するまでの管理方法が示されていること

製造品目ごとに消費期限の設定方法が示されていること

不適となった場合の対応方法が示されていること

＜頻度等＞

期限表示等の確認及び保管庫の温度確認は、製造品目ごとに１日１回以上行

う旨の記載があること

＜記録の方法等＞

確認結果及び不適時の対応について記録する旨の記載があること
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＜衛生マニュアル記載例＞

2 食品等の衛生的な取扱い （６）製品の管理

◆ ＜責任者氏名＞ 〔作成のポイント ①〕

○○○○ が責任者となり、以下の製品の管理方法に基づき実施する。

◆ ＜衛生管理の目的＞ 〔作成のポイント ②〕

製品の保管不備による有害微生物等の増殖を防止する。

◆ ＜製品の管理方法＞ 〔作成のポイント ③〕

製品の種類 期 限 表 示 工場内保管期間 保 管 場 所 保存温度

煮 物 製造時間から 48 時間 12 時 間 以 内 製品冷蔵庫 A 下段 10℃以下

和え物 製造時間から 48 時間 ８ 時 間 以 内 製品冷蔵庫 A 中段 10℃以下

サラダ 製造時間から 48 時間 ８ 時 間 以 内 製品冷蔵庫 A 上段 10℃以下

甘露煮 製造時間から 30 日 ５ 日 以 内 製品冷蔵庫 B ２0℃以下

【遵守事項】

◇保管温度は１日１回確認する

◇出荷前は担当者が表示ラベルの確認をする

◇保存温度や期限表示確認結果、不適時の対応を記録する

不適時の対応方法
◇保管温度が適正でない場合は廃棄する

◇工場内保管期間を超えたのは廃棄する

◆ ＜記録の方法＞ 〔作成のポイント④〕

製品の管理について、次のとおり記録する。

責任者名 △△△

平成１８年９月分

【製品出荷前確認表 記載例】 ＜和え物＞

日 製 品 名 期限表示 表示確認
冷蔵庫
内温度

不適時の対応

1

ｲﾝｹﾞﾝ胡麻和え １８.9.2 ○ 8℃

白 和 え １８.9.2 ○ 8℃
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Ⅱ【特定基準（そうざい製造業）】

◇ 衛生管理の目的

製品の配送中に有害微生物の増殖等がないよう適切な管理を行うことが必要です。

◇ マニュアル作成のポイント

製品を配送するに際の温度管理や配送車の衛生管理方法を具体的に定めます。

作成のポイントは、次のとおりです。

①製品の配送に関する責任者を明記します

②配送を管理する目的を明記します

③どのような方法で配送を行うか定めます

配送車の荷台、コンテナー等の洗浄・消毒、保守点検方法を記載します

不適時の対応方法について記載します

④配送に関する確認結果及び不適時の対応の記録方法を記載します

2 食品等の衛生的な取扱い

（７）製品の配送

＜内容＞

製品の配送方法が示されていること

配送車の荷台、コンテナー等の洗浄、消毒手順及び点検方法が示されている

こと

不適となった場合の対応方法が示されていること

＜頻度等＞

配送ごとに出発時刻、配送先、配送時刻及び配送量の確認を行う旨の記載が

あること

配送車の荷台、コンテナー等の洗浄、消毒及び点検頻度が示されていること

配送車の温度確認は、配送前、車両ごとに１日１回以上行う旨の記載がある

こと

＜記録の方法等＞

確認結果及び不適時の対応について記録する旨の記載があること
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＜衛生管理マニュアル記載例＞

２ 食品等の衛生的な取扱い （７）製品の配送

◆ ＜責任者氏名＞ 〔作成のポイント ①〕

○○○○が責任者となり、以下の配送の管理手順に基づき実施する。

◆ ＜衛生管理の目的＞ 〔作成のポイント ②〕

配送工程における温度管理の徹底及び運搬用具を清潔に保ち、有害微生物の増殖

等を防止する。

◆ ＜配送の管理手順＞ 〔作成のポイント ③〕

（１）配送方法

配送ルート

の 決 定

◇保存基準のある製品や消費期限が短い製品は、最短のルートになるよう配慮

する

配送温度

◇20℃以下

煮しめ、甘露煮、湯煮、うま煮、煮豆、佃煮、炒め物、串焼き、網焼き、ホ

イル焼き、天ぷら、かば焼き、唐揚げ、フライ、しゅうまい等

◇１０℃以下

茶碗蒸し、胡麻和え、サラダ、酢れんこん、たこの酢の物等

◇－15℃以下

冷凍された食品

配 送 員
◇清潔な衣服を着用する

◇軍手着用の場合は、毎日洗濯し清潔を保つこと
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（２）配送車の管理

①洗浄・消毒方法

コンテナー、

台 車 等

◇配送終了後に専用シンクにて洗剤で洗浄し、次亜塩素酸ナトリウム

（200pｐm）で消毒する、乾燥後専用棚に収納する

◇実施頻度：1 回/日

配送車荷台

◇配送終了後にスノコを取り出し、床面を箒で掃いて埃やゴミを取り除

きモップで拭く

◇周囲は水拭きし、消毒用アルコールを噴霧する

◇スノコは洗剤で洗浄し、乾燥後消毒用アルコールを噴霧する

◇実施頻度：1 回/日

※配送車内部は衛生面を考慮し、全面ステンレスにすることが望ましい

②点検方法

点 検 項 目

◇車内に設置されている温度計の作動確認

◇荷台内部のステンレスの剥がれや破損の確認

◇ドア部分のパッキンの状態確認

※温度計の校正は、年 1 回以上実施すること

（３）不適時の対応方法

対 応 内 容

◇破損等が確認されたものは廃棄する

◇設定温度より高い場合は、パッキン等の密封状況や温度計が正しく作

動しているか確認を行う

◇設定温度になるまでは、製品の搬入はしない

◇設定温度にならない場合は、別の配送車に変更するか、保冷シートと

冷媒を利用し製品を冷やし、設定温度になったら配送する
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◆ ＜記録の方法＞ 〔作成のポイント ⑤〕

配送車の管理について、次のとおり記録する。

責任者名 △△△

平成１８年９月分

【配送車管理記録表 記載例】

月 日 9 月 2 日

配送車番号 １号車 ２号車 ３号車

荷台温度
（出発前）

15℃ 15℃ 17℃

出発時刻 8:45 8:30 8:1０

配 送 先
(配送時刻)

○○方面

○ｽｰﾊﾟｰ （ 9:10 ）
○商店 （ 9:40 ）
○ｽｰﾊﾟｰ （10:10）
○ｽｰﾊﾟｰ （11:30）

△△方面

△ｺﾝﾋﾞﾆ （ 9:30 ）
△百貨店 （ 9:45 ）
△商店 （10:20）
△ｽｰﾊﾟｰ （11:45）

□方面

□商店 （ 8:30 ）
□商店 （ 9:10 ）
□ｽｰﾊﾟｰ （ 9:45 ）
□ｽｰﾊﾟｰ （10:10）

配 送 量 48 ケース 42 ケース 54 ケース

帰り時刻 １2:00 13:00 12:00

洗浄・消毒 ○ ○ ○

保守点検 ○ × ○

点検者名 △△ △△ △△

不適時の対応
ﾄﾞｱ部分のｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝの劣

化の為、交換
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Ⅱ【特定基準（そうざい製造業）】

◇ 衛生管理の目的

完成した製品が衛生的に製造されているかどうか、定期的に科学的な検査を行い

ます。結果が基準値より、悪い場合は早急に作業工程の見直しが必要です。

◇ マニュアル作成のポイント

検査する製品の選定や採取方法、実施項目、実施頻度を定めます。

検査機関に依頼する場合は、採取した検体の搬送方法、結果の保管方法など具体的

に記載します。自社の検査室で実施する場合は、公定法に準じた方法で行います。

また、細菌検査は夏季（6～10 月）に 1 回は必ず行ってください。

使用基準の定めされた添加物を使用の場合は理化学検査を実施します。

作成のポイントは、次のとおりです。

①製品検査に関する責任者を明記します

②製品検査を実施する目的を明記します

③製品検査の実施手順を具体的に定め記載します

製品検査の結果に不適があった場合の対応方法を明記します

④不適時の対応の記録方法を記載します

2 食品等の衛生的な取扱い

（８）製品検査

＜内容＞

製品検査の実施手順が示されていること

不適となった場合の対応方法が示されていること

＜頻度等＞

製品検査は定期的に行う旨の記載があること

検査項目及び管理基準が示されていること

＜記録の方法等＞

製品検査成績書を保存する旨の記載があること

不適時の対応について記録する旨の記載があること
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＜衛生管理マニュアル記載例＞

2 食品等の衛生的な取扱い （８）製品検査

� ＜責任者氏名＞ 〔作成のポイント ①〕

○○○○ が責任者となり、以下の製品検査の実施手順に基づき実施する。

� ＜衛生管理の目的＞ 〔作成のポイント ②〕

定期的に製品の衛生状況を確認し、事故を未然に防ぐ。

◆ ＜製品検査の実施手順＞ 〔作成のポイント③〕

製品検査の実施項目及び管理基準

食 品 分 類 細菌数 大腸菌群 大腸菌
黄色ﾌﾞﾄﾞｳ

球菌
ｻﾙﾓﾈﾗ

１

最終工程において

加熱処理のない食品

※サラダ、和え物等

100 万/g

以下

3000/g

以下
陰性 陰性 陰性

不適時の対応方法
◇食材の洗浄・消毒方法の確認
◇使用器具類の洗浄消毒確認
◇製品保管温度の確認

２

最終工程において

加熱処理のある食品

※煮物、焼き物等

10 万/g

以下

1000/g

以下
陰性 陰性 陰性

不適時の対応方法
◇加熱温度の確認
◇加熱後の処理工程の確認
◇使用器具類の洗浄・消毒の確認

【遵守事項】

◇細菌検査は食品分類１、２とも１品目ずつ３月に１回以上実施する
◇検査記録は１年間、製品検査綴に保管する

◇検体は、細菌汚染のないように注意して採取する（使い捨てエンボス手袋の着用）

◇搬送を含め○○検査所に依頼する

◆ ＜記録の方法＞ 〔作成のポイント ④〕

【製品検査記録 記載例】 責任者名 △△△

平成１８年

製 品 名
食品
分類

検査実施日 不適事項 改 善 事 項

ツナサラダ １ ７月 1 日
細菌数

150 万/g
野菜の洗浄・消毒方法の改善
器具類の洗浄・消毒の徹底
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Ⅱ【特定基準（そうざい製造業）】

◇ 衛生管理の目的

検食の保存は、不良食品や食中毒が疑われた場合に、原因を究明する手がかりと

なり、再発を防止するために重要です。また、販売された製品が原因でない場合は、

事実を証明するためにも必要な項目です。

◇ マニュアル作成のポイント

検食の採取方法や量、保存温度等を具体的に定めます。

作成のポイントは次のとおりです。

①検食の保存に関する責任者を明記します

②検食を保存する目的を明記します

③対象となる製品を定め、保存方法や保存期間を記載します

④保存した製品の記録方法を記載します

2 食品等の衛生的な取扱い

（９）検食の保存

＜内容＞

調理済み食品について検食の保存手順が示されていること

＜頻度等＞

保存対象、保存方法及び保存期間の記載があること

＜記録の方法等＞

検食として保存した製品について記録する旨の記載があること
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＜衛生管理マニュアル記載例＞

2 食品等の衛生的な取扱い （９）検食の保存

� ＜責任者氏名＞ 〔作成のポイント ①〕

○○○○ が責任者となり、以下の検食の保存手順に基づき実施する。

� ＜衛生管理の目的＞ 〔作成のポイント ②〕

食中毒発生時の原因の究明及び再発を防止する。

◆ ＜検食の保存手順＞ 〔作成のポイント ③〕

対象となる製品
干瓢煮、煮豆、鮎の甘露煮、しもつかれ、ほうれん草の胡麻和え、
タコと胡瓜の酢の物、ｼｰﾌｰﾄﾞﾏﾘﾈ、ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ、春雨ｻﾗﾀﾞ、茶碗蒸し、
天ぷら、唐揚げ

採 取 方 法

①新しい使い捨てエンボス手袋を着用する
②製造品目ごとに１食分又は 50g 程度を検食専用滅菌ポリ袋に入れ密封

する
③容器を密封し、ひとまとめにして日付を入れる
※１週間以上の賞味期限を設定している製品は当該期間内保存すること
※包装が完了した残りものを採取し保存するのは禁止する

保 存 方 法 ◇冷凍庫で保存する

保 存 温 度 ◇－20℃

保 存 期 間 ◇１週間

記 録 簿 ◇検食の保存状況を作業終了後に記載する

◆ ＜記録の方法＞ 〔作成のポイント ④〕

検食の保存について、次のとおり記録する。

責任者名 △△△

平成１８年９月分

【検食記録簿 記載例】

採取日 製 品 名 廃棄予定日 廃棄日 確認者

1 日
干瓢煮、煮豆、鮎の甘露煮、しもつかれ、

ｼｰﾌｰﾄﾞﾏﾘﾈ、ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ、茶碗蒸し、天ぷら
８日 ９日 ○○
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Ⅱ【特定基準（そうざい製造業）】

◇ 衛生管理の目的

施設で製造する食品は、設備、人的能力等の施設規模に応じた製造数になってい

なければなりません。食品ごとの最大製造数を把握し、通常の製造数を超えた場合

の対応方法を決める必要があります。最大製造数を超えて製造を行うことは、食中

毒事故などの発生の危険性を高めることになります。余裕を持った受注管理を行う

ことが重要です。

◇ マニュアル作成のポイント

受注管理をどのような方法で行うか具体的に検討します。

施設や設備、人員など能力に見合った余裕のある管理を品目ごとに設定します。

作成のポイントは、次のとおりです。

①受注管理に関する責任者を明記します

②受注管理をする目的を明記します

③施設の最大製造数や通常の製造量を品目ごとに定めます

最大の製造数に必要な人員、作業開始時間、ラインの追加等について定めます

④通常製造量を超えた場合の対応方法（人員や時間等）を記載します

⑤日常の製造数と業務体制について記録します

3 衛生管理体制

（１）受注管理

＜内容＞

施設、設備、人的能力に応じた製品の調理、製造に関する手順が示されて

いること

＜頻度等＞

製造品目ごとに製造数を確認する旨の記載があること

＜記録の方法等＞

製造数を記録する旨の記載があること
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＜衛生管理マニュアル記載例＞

3 衛生管理体制 （１）受注管理

◆ ＜責任者氏名＞ 〔作成のポイント ①〕

○○○○ が責任者となり、以下の受注管理手順に基づき実施する。

◆ ＜衛生管理の目的＞ 〔作成のポイント ②〕

受注管理を適切に行うことにより、食中毒の発生リスクの軽減を図る。

〔作成のポイント ④〕

◆ ＜受注管理手順＞ 〔作成のポイント ③〕

製 品 名

通常製造量／日 最大製造量／日

通常製造量を超える場合の対応方法
調理従事者数 調理従事者数

包装作業者数 包装作業者数

干瓢の煮物

30kg 90kg

◇前日までに従事者を増員する

◇製品冷蔵庫収納許容量を超える受

注は受けない

◇作業開始時間を 2 時間早める

◇包装作業を１時間早める

◇回転釜３台使用する

3 名 6 名

5 名 10 名

鮎の甘露煮

500 本 2000 本

◇前日までに従事者を増員する

◇鮮魚用専用冷蔵庫収納許容量を超

える受注は受けない

◇作業開始時間を 2 時間早める

◇包装作業を１時間早める

◇回転釜 4 台使用する

4 名 8 名

5 名 10 名

◆ ＜記録の方法＞ 〔作成のポイント ④〕

製造数について、次のとおり記録する。

責任者名 △△△

平成１８年１１月

【製造数記録表 記載例】

日 製 品 名 製 造 数
業 務 体 制

調理従事者数 包装作業者数 配送者数

1

干瓢の煮物 35kg ３ ５ 5

鮎の甘露煮 500 本 4 5 5
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Ⅱ【特定基準（そうざい製造業）】

◇ 衛生管理の目的

加熱調理食品は、中心部まで十分加熱し、食中毒菌を死滅させます。

75℃１分に満たないまま製品が包装されてしまうと、生き残った菌が増殖をはじ

め事故に繋がりますので、温度と時間の管理を徹底します。

◇ マニュアル作成のポイント

製造品目ごとに、どのような方法で加熱工程の温度や時間を管理するか検討し

ます。

作成のポイントは、次のとおりです。

①加熱温度管理に関する責任者の名前を明記します

②加熱温度管理をする目的を明記します

③加熱調理食品の温度管理を行う具体的な方法を記載します

④加熱温度の確認結果及び不適時の記録方法を記載します

3 衛生管理体制

（２）加熱調理食品の加熱温度管理

＜内容＞

加熱調理食品については、中心部が 75℃、1 分間以上又はこれと同等以上

の加熱条件が示されていること

不適となった場合の対応方法が示されていること

＜頻度等＞

製造品目ごとに 1 日 1 回以上中心温度の確認を行う旨の記載があること

＜記録の方法等＞

確認結果及び不適時の対応について記録する旨の記載があること
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＜衛生管理マニュアル記載例＞

3 衛生管理体制 （２）加熱調理食品の加熱温度管理

◆ 責任者氏名 〔作成のポイント ①〕

○○○○ が責任者となり、以下の管理手順に基づき実施する。

◆ 衛生管理の目的 〔作成のポイント ②〕

加熱不足における有害微生物の残存及び汚染を防止する。

◆ ＜管理手順＞ 〔作成のポイント ③〕

（１）煮物・炒め物

①加熱する順序は、食肉類の加熱を優先する

②冷凍食材を使用する場合は、十分な解凍をしてから加熱する

③ただし、冷凍のまま加熱する食材に関しては、必ず加熱中の食材の中心温度が 75℃

以上であることを確認する

④温度の計測は、最も熱の通りにくい具材を選ぶ

⑤中心温度を計測できるような具材がない場合は、釜の中心付近の温度を３点以上

（煮物の場合は１点）計測する

（２）焼き物・蒸し物

①オーブンやコンベクションの場合は、場所により焼きむらができるので、途中で位置

や向きの交換を行い、均等に加熱されるように配慮する

②温度の計測は、最も熱の通りにくい場所３点を選ぶ

※複数回同一作業を繰り返す場合、中心温度の計測は熱の最も通りにくい場所１点の

みでもよい

（３）揚げ物

①油温が設定した温度になった事を確認する

②作業中、繰り返し油温が設定温度以上である事を確認する

③温度の計測は、熱の最も通りにくい３点を計測する
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（４）加熱時の遵守事項

◇製品は、中心部が 75℃、１分間以上の加熱を行う

◇加熱条件については、中心温度の確認等による計測データ等から加熱温度・時間の設

定を実施する

◇中心温度計の誤差確認は 1 回/月実施する

（５）不適時の対応方法

◇加熱条件に合致していない場合は、再加熱する又は廃棄する
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◆ ＜記録の方法＞ 〔作成のポイント ④〕

加熱温度の管理状況について、次のとおり記録する。

責任者名 △△△

【加熱温度管理表 記載例】 平成１８年１０月

月 日 １０月 10 日

製 品 名 中 心 温 度 加熱温度
加熱時刻

点検者名
開始 終了

鶏の唐揚げ

フライヤー
160℃設定

5 分

1 回目 82、82、83℃ 160℃ 6:15 6:20

△△
2 回目 82、82、82℃ 160℃ 6:40 6:50

3 回目 82、83、82℃ 160℃ 7:05 7:15

4 回目 － － － －

鰯しそ揚げ

フライヤー
180℃設定

3 分

1 回目 82、83、82℃ 180℃ 7:20 7:23

○○
2 回目 83、83、82℃ 180℃ 7:39 7:42

3 回目 82、82、82℃ 180℃ 7:50 7:58

4 回目 － － － ―

ハンバーグ

ｺ ﾝ ﾍ ﾞ ｸ ｼ ｮ ﾝ
160℃設定
1５分

1 回目 83℃ 160℃ 7:38 7:53

□□
2 回目 82℃ 160℃ 8:05 8:20

3 回目 83℃ 160℃ 8:25 8:40

4 回目 83℃ 160℃ 8:35 8:50

不適時の対応
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Ⅱ【特定基準（そうざい製造業）】

◇ 衛生管理の目的

作業動線を考慮した調理工程表を作成することにより、作業内容が明確になり、

食材の交差汚染や２次汚染を未然に防止することができます。原材料と調理済み食

品が交差しないように調理工程を管理し、食中毒等の食品事故発生を防止すること

が重要です。

◇ マニュアル作成のポイント

調理工程表の作成は、作業動線を踏まえて主な品目ごとに作成します。

作成のポイントは、次のとおりです。

①調理工程表に関する責任者の名前を明記します

②調理工程表を作成する目的を明記します

③加熱調理食品（煮物・焼き物・揚げ物・蒸し物）と非加熱食品（最終工程に

おいて加熱処理のない食品）の主な製品の調理条件を定めます

生食用の野菜及び果物については、洗浄の方法を明記します

消毒する場合は、その方法も記載します

④作業動線を考慮した調理工程表を作成します

使用原材料の変更や分量の増減があった場合は工程の変更をします

調理工程表の保存方法を記載します

3 衛生管理体制

（３）調理工程表の作成

＜内容＞

主要な製品については、調理工程表の作成が示されていること

生食用の野菜及び果物については、洗浄方法が示されていること

＜頻度等＞

使用原材料、分量の変更に伴い作成する旨の記載があること

＜記録の方法等＞

調理工程表を保存する旨の記載があること
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＜衛生管理マニュアル記載例＞

3 衛生管理体制 （３）調理工程表の作成

� 責任者 〔作成のポイント ①〕

○○○○ が責任者となり、以下の調理工程表の作成手順に基づき実施する。

◆ 衛生管理の目的 〔作成のポイント ②〕

調理工程において、作業動線の不備から起きる交差汚染や二次汚染を防止する。

◆ ＜調理工程表の作成手順＞ 〔作成のポイント ③〕

調理工程表

の作成方法

◇製造品目ごとに作成する

加熱調理食品（煮物・焼き物・揚げ物・蒸し物）と非加熱食品（最終工

程において加熱処理のない食品）について作成する

◇商品名の記入や保存条件、保存場所、加熱温度、時間、調理条件、注意

事項等を記入する

◇調理工程表は作業動線を考慮し交差汚染や２次汚染が起きないように作

成する

◇ 汚染区域と非汚染区域を記入する

◇ 中心温度の確認を行う頻度を記入する

◇ 使用原材料の変更や分量の増減があった場合は工程表を変更する

野菜・果物の

洗 浄 方 法

①流水で３回以上水洗いする

②中性洗剤で洗う

③流水で十分すすぎ洗いをする

④次亜塩素酸ナトリウムで殺菌後流水で十分すすぎ洗いする

⑤水切りする

⑥専用のまな板包丁でカットする

⑦ふた付きの清潔な容器に入れる（調理まで 30 分以上を要する場合は、

10℃以下で冷蔵保存する）

調理工程表

の保管方法
◇ 事務所内の調理工程綴に保管する



80

→異物の取り除き・専用エプロン

（鮮魚専用シンク）

原材料（鮎） 

受け入れ・保管

洗 浄

加 熱

冷 却

小分け包装 →室内温度 20℃以下

（包装ライン）

→製品の温度チェック 20℃以下まで下げる

（急速冷却機）毎回、中心温度計で計測

（5 番釜で５時間）

＜調理工程表 記載例＞ 〔作成のポイント ④〕

（１）加熱調理済食品 ・・・・【佃煮・甘露煮】鮎の甘露煮

非

汚

染

作

業

区

域

汚

染

作

業

区

域
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（２）加熱調理済食品 ・・・・【煮物】しもつかれ

冷蔵保存

非

汚

染

作

業

区

域

汚

染

作

業

区

域

原材料

（塩鮭の頭）

原材料

（大根・人参）

原材料

（煎大豆）

原材料

（油揚げ）

原材料

（酒粕）

カット
カット皮取り洗浄・カット

（鮮魚専用冷蔵庫上段棚）

受入･保管 受入･保管 受入･保管 受入･保管 受入･保管

（野菜保管庫） 常温倉庫 冷蔵庫 A 上段 冷蔵庫 A 中段

（下処理台 A）

専用ｴﾌﾟﾛﾝ

（野菜専用シンク）

専用ｴﾌﾟﾛﾝ
下処理台 B加工台 A

加熱

（ｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝ）

加熱（湯通し）

140℃

5 分

（３番釜）

加 熱 （3 時間） ２番釜・３番釜 中心温度計で毎回確認

冷却（急速冷却機） →20℃以下になるまで下げる

中心温度計で毎回計測

小分け包装（包装ライン）

→完成品専用冷蔵庫 10℃以下

→室内温度 ２0℃以下
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・・・・（３）加熱調理済食品 【蒸し物】茶碗蒸し

加熱（下茹）

割卵

煮だし汁と混合

裏ごし

原材料

（えび･冷凍）

原材料

（かまぼこ）
だし汁原材料

（鶏卵）

原材料

（鶏肉）

（冷蔵庫 A）

ひび割れ確認

受入･保管 受入･保管 受入･保管 受入･保管 加熱・調味

（鮮魚専用冷蔵庫） （肉専用冷蔵庫） （１番釜）（鮮魚専用冷凍庫）

上段

細切解凍 カット 洗浄・消毒 冷却

（急速冷却室）（下処理台 B）（下処理台 A） （専用容器）

（加工台 A）

（加工台 A）

（加工台 A）

（鮮魚専用冷凍庫）

洗浄

（鮮魚専用シンク）

（ガス台 A）

冷却

（移動台）

具のトッピング（加工台 A） 

卵液を容器に注ぎいれる（加工台 A） 

蒸す（中心温度 75℃1 分以上）中心温度計で毎回計測

冷却（急速冷却機） 中心温度計で毎回計測

小分け包装（包装ライン）室内 20℃以下

冷蔵（完成品冷蔵庫）

非

汚

染

作

業

区

域

汚

染

作

業

区

域
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・・・・

小分け包装 （包装室） 室内 20℃以下

受入･保管 受入･保管 加熱・調味

（鮮魚専用冷蔵庫） （野菜室）（肉専用冷蔵庫）

原材料

（野菜）

原材料

（肉） 
原材料

（魚） 

洗浄
下段

内臓処理・カット

（野菜専用シンク）

カット

カット

（作業台 A）

（下処理台Ｂ）（下処理台Ａ）

加 熱（フライヤーA・B） 中心温度計の計測 ロットごとに計測

冷 却 （急速冷却機使用）

冷蔵保存（完成品冷蔵庫）

中心温度計で計測 毎回実施

非

汚

染

作

業

区

域

汚

染

作

業

区

域

（４）加熱調理済食品 【焼き物】焼肉・焼き魚

【揚げ物】鶏の唐揚・鰯のしそ揚げ 
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・・・・（５）非加熱調理食品 【サラダ・マリネ・和え物】

完成品冷蔵庫

非

汚

染

作

業

区

域

汚

染

作

業

区

域

原材料

（野菜）

原材料

（野菜・果物）

原材料

（魚） 
原材料

（肉） 

サラダ・マリネ 和え物

受入・保管受入・保管 受入・保管

（肉専用冷蔵庫） （鮮魚専用冷蔵庫） （野菜室）

カットカット

洗浄

（野菜専用シンク）

（下処理台Ｂ）

受入・保管

（野菜室）

上段

洗浄・消毒 加熱 加熱 中心温度の計測

毎回実施

表面温度確認

毎回実施
冷却

中心温度の計測

毎回実施

（加工済シンク）

（作業台Ａ）

（冷菜専用シンク） （ガス台Ａ） （１番釜）

カット

（冷菜処理台Ａ）

加工・和える （加工台 A） 冷菜専用エプロン・使い捨て手袋

小分け包装 （包装室） 室内 20℃以下
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